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平成２７年１１月５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２６年（ネ）第１００８２号 特許権侵害差止請求控訴事件 

原審・東京地方裁判所平成２３年（ワ）第２３６５１号 

口頭弁論終結日 平成２７年９月２４日 

            判    決 

 

         控   訴   人    新 日 鐵 住 金 株 式 会 社 

          

         同訴訟代理人弁護士    増   井   和   夫 

         同            橋   口   尚   幸 

         同            齋   藤   誠 二 郎 

 

         被 控 訴 人    東レ・ダウコーニング株式会社 

      

         同訴訟代理人弁護士    大   野   聖   二 

         同            井   上   義   隆 

         同訴訟代理人弁理士    片   山   健   一 

            主    文 

１ 原判決を取り消す。 

      ２ 被控訴人は，控訴人に対し，平成２７年１２月８日までの間，別

紙物件目録記載のウエハの輸入，販売又は販売のための展示をして

はならない。 

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

 主文同旨 
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第２ 事案の概要 

 １ 本件は，発明の名称を「４Ｈ型単結晶炭化珪素の製造方法」とする特許（特

許番号第３５９０４６４号。以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本

件特許権」という。）を有する控訴人が，被控訴人が別紙物件目録記載のウエハ（以

下「被控訴人製品」という。）を業として輸入し，販売し，又は販売のために展示

する行為は，本件特許を侵害する行為であると主張し，被控訴人に対し，特許法１

００条１項に基づき，特許権の存続期間満了日（平成２７年１２月８日）までの被

控訴人製品の輸入販売等の差止めを求めた事案である。  

原判決は，被控訴人製品の製造方法は，本件特許の特許請求の範囲請求項１に記

載された発明（以下「本件発明」という。）の構成要件Ａを充足せず，その技術的

範囲に属しないとして，控訴人の請求を棄却した。  

そこで，控訴人が，原判決を不服として控訴したものである。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いがないか，弁論の全趣旨により認められる事実） 

 (1) 当事者等 

 ア 控訴人は，鉄鋼の製造，販売などを主たる目的とする会社である。 

 イ 被控訴人は，米国のダウコーニング社（Ｄｏｗ Ｃｏｒｎｉｎｇ社）と東レ

株式会社との合弁会社であり，シリコーン製品，シラン製品やこれらを用いて製造

される製品の購入，製造及び販売などを主たる目的とする会社である。 

 (2) 本件特許権 

 控訴人は，以下のとおりの本件特許権を有する。 

 特許番号   第３５９０４６４号 

 発明の名称  ４Ｈ型単結晶炭化珪素の製造方法 

 出願日    平成７年１２月８日 

 登録日    平成１６年８月２７日 

 なお，本件特許出願には，特許法３０条１項の適用申請がある（平成７年７月１

０日社団法人応用物理学会発行の応用物理第６４巻第７号（乙７）に発表）。 
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 (3) 特許請求の範囲の記載 

 控訴人は，本件特許について訂正審判を請求し，平成２５年６月３日に，訂正明

細書及び図面のとおり訂正することを認める旨の審決がされ（甲２９の１・２，甲

３９，甲４１の２，甲４２の２。訂正２０１３－３９００３２），その頃確定した

（以下「本件訂正」という。）。 

 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は以下のとおりである。以下，請求

項１に記載された発明（本件発明）に係る明細書（甲３９により訂正された甲２）

を，図面を含めて「本件明細書」という。 

 【請求項１】種結晶を用いた昇華再結晶法により単結晶炭化珪素を成長させる際

に，炭素原子位置に窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入する

ことを特徴とする４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法。 

 (4) 本件発明の構成要件の分説 

 本件発明を構成要件に分説すると以下のとおりである（以下，分説した構成要件

を付された符号により「構成要件Ａ」などという。）。 

 Ａ 種結晶を用いた昇華再結晶法により 

 Ｂ 単結晶炭化珪素を成長させる際に， 

 Ｃ 炭素原子位置に窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入す

ることを特徴とする 

 Ｄ ４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法。 

 (5) 被控訴人の行為 

 ダウコーニング社は，別紙物件目録記載の製造方法（以下「被控訴人方法」とい

う。）により製造された４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットから被控訴人製品を製造

している。 

 被控訴人は，ダウコーニング社から，同社の製造した被控訴人製品を輸入し，販

売し，又は販売のための展示をしている。 

 (6) 被控訴人方法は，本件発明の構成要件Ｂ及びＤを充足する。 
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 ３ 争点 

 (1) 被控訴人方法は，本件発明の技術的範囲に属するか 

 ア 構成要件Ａの「種結晶」の充足性 

 イ 構成要件Ａの「昇華再結晶法」の充足性 

 ウ 構成要件Ｃの「炭素原子位置」の充足性 

 エ 構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

の充足性 

 (2) 本件発明は特許無効審判により無効にされるべきものか 

 ア 記載要件違反 

 (ア) 無効理由１：「炭素原子位置」に係る実施可能要件及び明確性要件違反 

 (イ) 無効理由２：「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要件違反 

 (ウ) 無効理由３：「種結晶」に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要

件違反 

 イ 新規性の欠如 

 (ア) 無効理由４：引用例１（乙２１）に基づく新規性欠如 

 (イ) 無効理由５：引用例２（乙３８）に基づく新規性欠如 

 ウ 進歩性の欠如 

 (ア) 無効理由６：引用例３（乙１４）に基づく進歩性欠如 

 (イ) 無効理由７：引用例４（甲４０の５）に基づく進歩性欠如 

 (ウ) 無効理由８：引用例３又は引用例１と引用例５（乙６）に基づく進歩性欠

如 

第３ 争点に対する当事者の主張 

 １ 争点(1)（被控訴人方法は，本件発明の技術的範囲に属するか）について 

〔控訴人の主張〕 

 (1) 構成要件Ａの「種結晶」の充足性 
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 ア 「種結晶」の意義 

 (ア) 本件発明は，「種結晶を使用する昇華再結晶法」において，４Ｈ型単結晶

が得られることは公知であったが，良質な単結晶を再現性良く製造する方法が存在

しなかったという状況の下で，４Ｈ型単結晶の炭素位置に窒素を所定量導入するこ

とにより，成長する単結晶の品質の改良をした点にその特徴を有する。 

 種結晶を使用することやどのような種結晶を使用するかということ自体は，本件

発明の特徴ではなく，技術常識として選択される種結晶を使用することが本件発明

の前提となっている。 

 そして，４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長に使用する種結晶として，４Ｈ型又は６Ｈ

型のＣ面を用いるのが好適であることは，本件特許の出願当時の技術常識であった。 

 (イ) 本件明細書には，実施例に関し，「種結晶として，成長面方位が＜０００

１＞方向である六方晶系の炭化珪素からなる基板１を用意した。」と記載されてい

る（【００１９】）。発明者が実際に行った実験は，比較的容易に得られる６Ｈ型

Ｃ面であったが（乙７），「六方晶系の炭化珪素」とは，６Ｈ型と４Ｈ型を意味し，

また，４Ｈ型の成長のためにはＣ面を使用する必要があることは技術常識であった

から，上記記載は，６Ｈ型及び４Ｈ型のいずれの種結晶の使用例とも見ることがで

きるものであり，その記載上，６Ｈ型及び４Ｈ型のどちらの結晶形も種結晶となる。 

 また，実施例では，使用する面がＣ面かＳｉ面かの特定はされていないが，４Ｈ

型の成長のためにはＣ面を使用する必要があることは，前記のとおり，技術常識で

あった。 

 (ウ) 以上によれば，構成要件Ａの「種結晶」は，４Ｈ型単結晶の製造に適する

ことが公知であったものであればよく，より具体的には，４Ｈ型Ｃ面又は６Ｈ型Ｃ

面を意味し，６Ｈ型単結晶に限られない。 

 イ 被控訴人の主張について 

 ４Ｈ型又は６Ｈ型のＣ面を種結晶として用いさえすれば，４Ｈ型単結晶炭化珪素

が安定的成長をするというわけではない。成長途中における種結晶の結晶多形（ポ
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リタイプ），すなわち，別の結晶多形（ポリタイプ）が混じる現象を防止し，制御

することは困難である。 

 そして，本件発明の課題は，４Ｈ型Ｃ面を種結晶として使用しても成長中に６Ｈ

型などへの転移を生じ得るという問題を解決することにあるから，４Ｈ型単結晶を

種結晶として使用する場合には，本件発明の課題が存在しないとの被控訴人の主張

は失当である。 

 ウ 被控訴人方法の充足性 

 被控訴人方法は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●構成要件Ａの「種結晶」を

充足する。 

 (2) 構成要件Ａの「昇華再結晶法」の充足性 

 ア 「昇華再結晶法」の意義 

 (ア) 構成要件Ａに記載された「種結晶を用いた昇華再結晶法」は，「改良レー

リー法」又は「物理的気相輸送法（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｖａｐｏｒ ｔｒａｎｓｐ

ｏｒｔ ｍｅｔｈｏｄ）：ＰＶＴ法」と同義であり，呼び方が異なるだけで，同じ

手法を意味する（甲２５，４６，４７，４９，乙２５）。 

 当該手法においては，原料を２０００℃以上まで加熱し，昇華に際し，Ｓｉの蒸

気，ＳｉＣ２の蒸気，Ｓｉ２Ｃの蒸気などが発生し，これらの蒸気が種結晶上で，Ｓ

ｉＣの単結晶に再構成される。 

 かかるプロセスをＳｉＣの技術分野では「再結晶」と呼んでいるのであり，原料

としてはＳｉの蒸気，ＳｉＣ２の蒸気，Ｓｉ２Ｃの蒸気などが発生されるものであれ

ば足り，ＳｉＣ固体原料に限られるものではない。原料として混合粉を用いること

も公知である（甲１４）。 

 炭素粉末とシリコン粉末の混合物を原材料として用いる場合も，レーリー法（甲

１４），昇華法（甲１５），昇華再結晶法（甲４０の５）と呼ばれている。 

 (イ) 炭素粉末とシリコン粉末の混合物を用いた場合，混合粉から焼結体ＳｉＣ
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が生成する温度は，１３６０℃であるとの報告（甲１５），混合粉を１８５０℃ま

で加熱して室温に戻したところ，原料の大部分がＳｉＣに変換したとの報告（甲１

６）がある。 

 レーリー法では，原料を２０００℃以上まで加熱するから（甲３では２０００℃

以上，甲６では２０００℃～２３００℃），炭素粉末とシリコン粉末の大部分がＳ

ｉＣに変換された後，Ｓｉの蒸気，ＳｉＣ２の蒸気，Ｓｉ２Ｃの蒸気が発生し，昇華

して結晶が生成することは必然の経過である。すなわち，炭素粉末であるグラファ

イトの昇華温度は３３７０℃と非常に高く，シリコンは融点が１４１０℃で沸点が

２３６０℃であり（甲５０），２０００℃付近でシリコンの蒸気はある程度発生す

るが，それだけでは，炭化珪素の単結晶を昇華法により得ることはできない。炭化

珪素が成長するためには，炭素と珪素の比率が約１対１で種結晶上に供給されなけ

ればならないが，そのためには，原料が炭化珪素に変わり，炭化珪素の昇華によら

なければならないのである。 

 高品質の単結晶炭化珪素を得るには，原料中のＳｉとＣ以外の不純物を極力少な

くする必要があるが，そのためには，ＳｉとＣを個別に精製したうえでＳｉＣとす

るのが好ましい方法の一つである。この場合，精製したＳｉとＣから固体ＳｉＣを

一度製造して，加熱装置から取り出し，その後に昇華再結晶を行うか，昇華再結晶

用の加熱炉中でＳｉとＣを加熱して固体ＳｉＣとし，そのまま加熱を続けて昇華再

結晶まで進めるかは，昇華再結晶であることの本質に何ら影響するものではない。 

 当業者の認識としても，ＳｉとＣの混合粉末を加熱してＳｉＣとし，そのまま昇

華再結晶をすることと，あらかじめ固体ＳｉＣとしたうえで，昇華再結晶をするこ

とを区別する意識は特にない（甲４６～４８）。 

 (ウ) 本件発明は「原料」の状態を特に限定していない。本件明細書には，あら

かじめＳｉＣ粉末を製造して原料とする例が記載されているが（【００１７】），

本件発明の技術的範囲は，実施例の態様に限定されるものではなく，公知技術であ

る，炭素粉末と珪素粉末の混合物を原料とし，加熱工程中に炭化珪素を生成させた
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後に，昇華再結晶を行う態様を排除する理由はない。かかる態様も，本件発明の技

術的範囲に含まれる。 

 (エ) 以上によれば，構成要件Ａの「昇華再結晶法」には，あらかじめ製造され

たＳｉＣ粉末を出発原料とする場合のみならず，炭素粉末と珪素粉末の混合物を出

発原料とし，加熱工程中に炭化珪素を生成させる場合も含まれる。 

 イ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，昇温過程において必然的に炭化珪素が生成されるとしても，炭化珪

素「結晶」が生成されることの主張立証にはならない旨主張する。 

 しかし，炭化珪素は結晶性の物質であって，炭化珪素が生成するとは炭化珪素結

晶が生成することである。炭素粉末と珪素粉末の混合物を加熱する実験において炭

化珪素が生成した事実は，Ｘ線回折において，原料珪素（結晶性物質）の回折線と

炭化珪素結晶の回折線の強度の変化より確認される。Ｘ線回折による測定が可能で

あるのは，結晶が生成しているからである。 

 そもそも，炭素粉末と珪素粉末の混合物を２０００℃近い高温まで昇温するとい

う工程は，工業的な金属シリコン直接炭化法による炭化珪素結晶の生成法そのもの

である。 

 以上のとおり，被控訴人の主張は失当である。 

 ウ 被控訴人方法の充足性 

 被控訴人方法は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●（甲４４，５１，乙４５）。 

 したがって，被控訴人方法は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●構

成要件Ａの「昇華再結晶法」に該当する。 

 (3) 構成要件Ｃの「炭素原子位置」の充足性 

 ア 窒素を「炭素原子位置」に導入するものであること 
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 (ア) 単結晶炭化珪素中の窒素が「炭素原子位置」を置換することは，技術常識

である。 

   (イ) 単結晶炭化珪素中の窒素の全量は，二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）に

よって，測定することができるところ，本件明細書には，「ホール測定」，「Ｃ－

Ｖ測定」等の電気的測定によって，窒素が炭素原子位置に置換していることが確認

されることが記載されている（【００２２】）。 

   上記方法では，「ＳＩＭＳ：全窒素導入量」，「ホール測定：キャリア濃度」，

「Ｃ－Ｖ測定：浅いドナー量」をそれぞれ測定し，「ＳＩＭＳの測定値×活性化率

＝ホール測定の測定値」又は 「ＳＩＭＳの測定値＝Ｃ－Ｖ測定の測定値」の場合，

窒素原子は，炭素原子位置に導入され，浅いドナーとして機能していることが確認

できる。この測定の原理は，量子力学に基づき確立したものである。 

   イ 被控訴人の主張について 

   被控訴人は，被控訴人方法においては，所望の電気特性を得るために窒素を導入

しているのであるから，本件発明とは窒素導入の目的が異なり，構成要件Ｃの「炭

素原子位置」を充足しない旨主張する。 

   しかし，窒素原子は，炭素原子位置を占めることによって，電気特性の変化（抵

抗率の低減）をもたらすのであり，窒素原子を炭素原子位置に高濃度に置換させる

ことによって，パワー半導体としての使用に適する高品質の４Ｈ型単結晶を製造し

ているのであるから，被控訴人の上記主張は失当である。 

   ウ 被控訴人方法の充足性 

   被控訴人方法においても，導入された窒素は実質的に全て「炭素原子位置」を占

めるものであるから，構成要件Ｃの「炭素原子位置」における窒素置換を充足する。 

 (4) 構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

の充足性 

 ア 被控訴人方法の充足性 

 前記(3)のとおり，①単結晶炭化珪素に導入された窒素が「炭素原子位置」を置換
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することは技術常識であり，②窒素含有量と抵抗率には相関関係があるから，単結

晶炭化珪素に導入された窒素量は，単結晶炭化珪素の抵抗率から推計することがで

き，また，２次イオン分析法（ＳＩＭＳ）でも測定できるから（本件明細書【００

２２】），③被控訴人製品の窒素量＝「炭素原子位置」に導入された窒素量の関係

が成立する。 

 被控訴人方法における窒素導入量は，公開された被控訴人製品の抵抗率（甲９，

１０）から，４インチウエハでは，「７．０×１０１８ｃｍ－３以上１．２×１０１９

ｃｍ－３以下」程度の範囲，３インチウエハでは，「６×１０１８ｃｍ－３以上３．０×

１０１９ｃｍ－３以下」程度の範囲にあると，合理的に推測される。 

 したがって，被控訴人方法は，構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×

１０１９ｃｍ－３以下導入」を充足する。 

 イ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，被控訴人方法において，窒素が「全て」炭素位置に導入されるわけ

ではないから，被控訴人方法が，構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×

１０１９ｃｍ－３以下導入」を充足することの立証がない旨主張する。 

   純理論的にいえば，結晶欠陥に入り込む窒素（伝導性に寄与しない）が絶対に存

在しないとはいえず，また，どのような測定装置にも自ずと測定限界があるから，

誤差レベル以下において，窒素が「炭素原子位置」以外を占めている可能性は排除

されない。したがって，純理論的には「全て」は不正確であって，「ほぼ全て」が

正確な用語かもしれない。 

   しかし，このような点は，侵害論には影響しない。すなわち，被控訴人方法は，

最低でも，６×１０１８ｃｍ－３程度の窒素を導入して，３インチウエハを製造してい

る。かかるウエハにおいて，「炭素原子位置」に導入された窒素が構成要件Ｃの規

定する５×１０１８ｃｍ－３を下回るには，１．０×１０１８ｃｍ－３もの窒素量（約１

６．７％）が「炭素原子位置」以外を占めていなければならないが，そのような事

態はおよそ考え難いから，被控訴人の上記主張は失当である。 
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   なお，４Ｈ型単結晶炭化珪素において，炭素位置に置換していない窒素の量を無

視できることは，甲２２により，実験的に裏付けられている。甲２２は，窒素の全

量（存在形態を問わない）をＳＩＭＳで定量し，炭素原子位置に置換した窒素（浅

いドナーとして半導体の電気特性を定める）の量を，ＰＶ－Ｃ法で定量したもので

あるが，窒素の総量と炭素原子位置に置換している窒素の量が一致することが確認

されている。 

 (5) 小括 

 以上のとおり，被控訴人方法は，本件発明の構成要件ＡないしＤをいずれも充足

するから，本件発明の技術的範囲に属する。 

〔被控訴人の主張〕 

 (1) 構成要件Ａの「種結晶」の充足性 

 ア 「種結晶」の意義 

 (ア) 本件発明は，構成要件Ａにおいて，単に「種結晶」とのみ規定しているこ

とから，形式的には，あらゆるポリタイプ（４Ｈ，６Ｈ，１５Ｒ等）及びあらゆる

成長面極性（Ｃ面，Ｓｉ面等）からなる種結晶が含まれることになる。 

 ところで，特許請求の範囲に記載された用語の解釈は，明細書の記載に基づいて

行うべきものであるところ，本件明細書からは，①本件発明は，従来の方法では，

６Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で形成されてしまうことを解決課題とするもので

あり，所望の４Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で得られる構成は，本件発明が対象

とするものではないこと（【０００６】），②本件発明の技術的意義は，従来のよ

うに電気的特性の制御ではなく，ポリタイプの制御を目的として窒素（不純物）を

導入することにあり，所望の４Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で得られる構成であ

れば，成長するポリタイプを制御するべく窒素（不純物）を導入する理由はないこ

と（【００１５】），③実施例は，「種結晶として，成長面方位が＜０００１＞方

向である六方晶系の炭化珪素からなる基板１」を使用しているところ（【００１９】），

「成長面方位が＜０００１＞方向である六方晶系の炭化珪素」とは，６Ｈ型単結晶
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炭化珪素のＣ面，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面，４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面及

び４Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面を意味するが，実施例において，いずれを種結晶

として用いたかは不明であるものの，控訴人によれば，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ

面を実施例に用いたとのことであり，その他の種結晶を用いた場合の記載は全くな

いことが，理解される。 

 (イ) また，本件特許は，乙７を新規性喪失の例外となる刊行物として出願され

たものであるが，乙７には，「筆者らは，ｎ型ドープのためにＮを添加することに

より６Ｈ（０００１
－

）Ｃ面上に４Ｈ形単結晶が成長する確率が高くなることを見出

した。」と記載されている（６４６頁左欄）。さらに，種結晶のポリタイプ，成長

面極性と４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長可能性の関係について，本件特許の発明者と

される大谷昇も執筆者となっている甲３（松波弘之編著「半導体ＳｉＣ技術と応用」

平成１５年３月日刊工業新聞社発行）には，種結晶として，①６Ｈ型単結晶炭化珪

素のＣ面を用いた場合，成長結晶として，４Ｈ型及び６Ｈ型のポリタイプが得られ

るが，４Ｈ型に比して，６Ｈ型の発生率が高いこと，②６Ｈ型単結晶炭化珪素のＳ

ｉ面を用いた場合，成長結晶として，１５Ｒ型の混在は見られるものの，６Ｈ型が

主に得られ，４Ｈ型は発生しないこと，③４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を用いた場

合，成長結晶として，４Ｈ型の発生率が極めて高いこと，④４Ｈ型単結晶炭化珪素

のＳｉ面を用いた場合，成長結晶として，１５Ｒ型の混在は見られるものの，６Ｈ

型が主に得られ，４Ｈ型は発生しないこと，が記載されている。これらの記載から，

本件発明が６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いた場合に，６Ｈ型単結

晶炭化珪素の発生確率が高くなる事態を回避することを解決課題としていたことが

明らかであるといえる。 

 (ウ) 以上によれば，「種結晶」（構成要件Ａ）に何らの限定もされていない本

件発明に係る特許は，記載要件違反の無効理由（無効理由３）を有するものである

が，本件明細書の記載に基づき「種結晶」の解釈を行うとすれば，もともと所望の

４Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で得られていた４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種
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結晶とする構成では，本件発明の解決課題もポリタイプの制御という技術的意義も

生じないから，「種結晶」（構成要件Ａ）は，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面のみを

意味するものと解釈されなければならない。 

 イ 控訴人の主張について 

 (ア) 控訴人は，４Ｈ型の成長に種結晶として４Ｈ型Ｃ面又は６Ｈ型Ｃ面を用い

ることは技術常識であり，本件明細書の実施例は，６Ｈ型Ｃ面から４Ｈ型が得られ

る例を示しているにすぎず，４Ｈ型が得られれば，次の種結晶には４Ｈ型Ｃ面を用

いるのは当然である旨主張する。 

 しかし，控訴人の上記主張は，本件明細書の記載ではなく，技術常識から特許請

求の範囲の記載の解釈を行おうとするものであって，クレーム解釈の手法として失

当である。仮に，このようなクレーム解釈の手法が許されるならば，特許権者は，

明細書の記載からは全く伺い知ることのできない事項をもって，自由にクレーム解

釈を行うことが可能となり，第三者に不測の損害を生じさせることは不可避である。 

 (イ) また，そもそも，本件特許の出願当時，４Ｈ型単結晶炭化珪素は，種結晶

として４Ｈ型Ｃ面又は６Ｈ型Ｃ面を使用するほか，それ以外のポリタイプ・成長面

極性（６Ｈ型のＳｉ面，６Ｈ型の（１１
－

００）面，６Ｈ型の（１１２
－

０）面，４Ｈ

型のＳｉ面，１５Ｒ型のＣ面）を使用しても得られていたのであって，控訴人が主

張するような，「４Ｈ型の成長には４Ｈ型Ｃ面か６Ｈ型Ｃ面を用いれば良い」とい

うような技術常識は存在していなかった。 

 (ウ) さらに，仮に，控訴人が主張する「４Ｈ型の成長には４Ｈ型Ｃ面か６Ｈ型

Ｃ面を用いれば良い」という技術常識が存在したとしても，本件明細書には，これ

まで４Ｈ型単結晶炭化珪素を得ることができなかったポリタイプ・成長面極性の種

結晶を用いた場合には，所定濃度の窒素を導入しても，４Ｈ型単結晶炭化珪素が得

られないことは一切記載されていない。むしろ，本件明細書の【００１５】の記載

は，ポリタイプの制御を目的として所定量の窒素を導入すれば，あらゆる種結晶か

ら４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られることを開示していると理解されるから，上記技
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術常識が存在したとしても，構成要件Ａの「種結晶」が，４Ｈ型Ｃ面又は６Ｈ型Ｃ

面のみを意味するという結論は導かれない。 

 ウ 被控訴人方法の充足性 

 本件発明の「種結晶」（構成要件Ａ）は，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面のみを意

味するところ，被控訴人方法は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●「種結晶」（構成要件Ａ）を充足しない。 

 (2) 構成要件Ａの「昇華再結晶法」の充足性 

 ア 「昇華再結晶法」の意義 

 (ア) 「昇華再結晶法」とは，結晶性固体を昇華させて再び結晶させる，すなわ

ち，生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させて単結晶

の生成物を得ることを意味する。 

 また，「原料」とは，「化学変化を利用して化学物質を製造するとき，出発原料

として使用するもの」をいうから，本件発明において，出発原料は，炭化珪素（Ｓ

ｉＣ固体原料）でなければならない。 

 したがって，「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）とは，炭化珪素結晶を坩堝に充填

する出発原料として，これを昇華させて再び結晶させる方法を意味する。 

 「昇華再結晶法」に該当するか否かは，「原料」に着眼して判断すれば足り，そ

の中間生成物を問題とする余地はない。 

 (イ) 仮に，「昇華再結晶法」の該当性において中間生成物が問題となるとして

も，控訴人は，２０００℃以上となれば，炭素粉末とシリコン粉末から必然的に炭

化珪素が生成されると主張するにとどまる。 

 「再結晶」とは，結晶性の原材料がいったん「結晶」でなくなり，再度「結晶」

になることを意味するから，当該中間生成物が結晶でなければ，種結晶上に成長し

た４Ｈ型単結晶炭化珪素が「再結晶」により得られたとはいえないが，控訴人は，

炭化珪素「結晶」の生成に関して，何ら主張立証を行い得ていない。 

 炭素粉末とシリコン粉末を２０００℃以上に加熱すれば必然的に炭化珪素結晶が
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生成されるというものではないことは，甲４０の５に，炭素粉末とシリコン粉末を

「１８００℃以上又は圧力が２００Ｔｏｒｒ以下の条件では反応して形成した炭化

珪素の昇華が同時に起こり結晶多形の制御ができない。」（【００２２】）と記載

されているとおりである。坩堝に充填する出発原料として，炭素と珪素を使用する

場合と炭化珪素結晶を使用する場合とでは，結晶多形（ポリタイプ）制御という観

点から，明確な差異が存する。 

 (ウ) さらに，本件発明において，「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）が炭素粉末

とシリコン粉末を原料とする場合を含むものではないことは，本件明細書の記載か

らも明らかである。すなわち，炭素粉末とシリコン粉末を原料として用いた場合に

は，単に温度を上昇させるだけでは「結晶多形の制御」ができないところ（甲４０

の５【００２２】），本件明細書には，これらを原料とした場合における４Ｈ型単

結晶炭化珪素を成長させるための条件が全く記載されていない。さらに，本件明細

書は，炭素粉末の粒径に関して全く言及していないが，粒径の小さい炭素粉末を原

料として用いた場合には，成長する炭化珪素が小さくなり（甲４０の５【００２１】），

本件発明の「大型の単結晶炭化珪素を再現性良く成長させる」という効果（本件明

細書【０００６】，【０００７】）が得られない事態となるからである。 

 (エ) 以上によれば，「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）は，結晶性固体を昇華さ

せて再び結晶させる，すなわち，生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料を昇華

させてから結晶させて単結晶の生成物を得ることを意味する。 

 イ 控訴人の主張について 

 (ア) 控訴人は，ＳｉＣの技術分野での「再結晶」とは，Ｓｉの蒸気，ＳｉＣ２

の蒸気，Ｓｉ２Ｃの蒸気を発生させれば足り，出発原料はＳｉＣ固体に限られない，

本件発明は２０００℃に加熱する以上，混合粉もＳｉＣになった後に昇華しており，

従来の「レーリー法」でもＳｉとＣの混合粉を用いる態様は公知であるなどと主張

する。 

 しかし，控訴人が主張するような技術常識は存在しない。控訴人がその主張の根
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拠として挙げる甲６は，「再結晶」について記述するものではないし，甲１４も，

「レーリー法」に関するものであり，「昇華再結晶」について記述するものではな

い。控訴人が挙げる文献は，いずれも「昇華再結晶」の解釈に関する控訴人の主張

の根拠たり得ない。 

 また，そもそも，控訴人の上記主張は，本件明細書の記載ではなく，技術常識か

ら特許請求の範囲の記載の解釈を行おうとするものであって，クレーム解釈の手法

として失当である。本件明細書には，出発原料が炭素と珪素であっても，これを「昇

華再結晶法」に含ませる旨の記載はない以上，「昇華再結晶法」の文言及び当業者

の理解（昇華再結晶法における原料は炭化珪素結晶）に反するような解釈をするこ

とはできない。 

 (イ) 控訴人は，各種文献においても，Ｃ粉末とＳｉ粉末の混合物を原料とする

場合を含めて「昇華再結晶法」と呼ばれている旨主張する。 

 しかし，控訴人が上記主張の根拠として挙げる文献のうち，甲２５及び甲４６な

いし４９は，いずれも，「昇華再結晶法」における原料として，炭素粉末と珪素粉

末に言及するものではないし，甲１４及び甲１５も，「昇華再結晶法」の原料とし

て，「高純度の炭化けい素原料，または高純度のシリコンと黒鉛」や「高純度のシ

リコン粉末とカーボン粉末」を挙げるものではない。 

 さらに，甲４０の５に関しては，仮に，炭素粉末とシリコン粉末を原料とする場

合も含めて「昇華再結晶法」と呼ばれていたならば，その出願人であるシャープ株

式会社が，これらを原料として種結晶上に単結晶炭化珪素を形成させること（すな

わち，単なる従来の「昇華再結晶法」）をクレームすることはあり得ない。甲４０

の５は，控訴人の主張とは異なり，炭素粉末とシリコン粉末を原料とした場合には，

「昇華再結晶法」と呼ばれてこなかったことを示すものである。 

 むしろ，「昇華再結晶法」における原料が炭化珪素（結晶）であることは，甲１

１の【０００２】ないし【０００３】，甲１６の【０００４】，乙２５及び乙４２

の記載から明らかである。 
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 以上のとおり，控訴人の上記主張は，各文献の開示内容を正解しないものである

か，あるいは，誤った用語の使用例をことさらに強調して自己の主張を強弁するも

のにすぎず，失当である。 

 (ウ) 甲４４及び甲５１の実験について 

 被控訴人方法は，乙４５に示されているとおり，甲４４の実験（２００℃／ｈｒ

で加熱し，１６００℃で１０分間保持，２００℃／ｈｒで室温まで冷却し，その時

点で炭化珪素結晶が生じているかを確認）とは，全く異なる条件で４Ｈ型単結晶炭

化珪素を製造している。具体的には，被控訴人方法においては，甲４４の実験条件

のように●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 また，被控訴人方法は，甲５１の実験（昇温工程の後，室温まで冷却し，その時

点で炭化珪素結晶が生じているかを確認）とも，全く異なる条件で４Ｈ型単結晶炭

化珪素を製造している。 

 したがって，甲４４や甲５１の実験結果をもって，被控訴人方法では●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●控訴人の主張は成り立たない。 

 なお，控訴人が，被控訴人方法の昇温工程（乙４５）において炭化珪素結晶が生

成されていることを直接に示すことができないことは，●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●ことの証左であるといえる。 

 ウ 被控訴人方法の充足性 

 被控訴人方法において，坩堝に充填する出発原料は，●●●●●●●●●●●●

●●●であって，炭化珪素結晶（「生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料」）

ではない。したがって，被控訴人方法は，「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）に該当

しない。 

 (3) 構成要件Ｃの「炭素原子位置」の充足性 
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 ア 「炭素原子位置」の意義 

 本件明細書の【００１５】には，不純物（窒素）導入の目的が，従来のように電

気的特性（伝導型，抵抗率）を変化させることではなく，ポリタイプの制御である

ことが記載されている。そして，【００２３】には，炭素原子位置を置換する不純

物（窒素）を導入することによって良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素を再現性良く成長

させることができることが記載されている。 

 したがって，従来から行われていた窒素導入と本件発明の窒素導入とは，目的と

効果により区別せざるを得ないから，本件発明の「炭素原子位置」（構成要件Ｃ）

とは，不純物（窒素）が導入されることにより，ポリタイプを４Ｈ型とし，また，

良質のものを再現性良く成長させることを可能とする（炭素原子）位置を意味する

ものと解さざるを得ない。 

 イ 被控訴人方法の充足性 

 被控訴人製品の製造メーカであるダウコーニング社は，４Ｈ型単結晶炭化珪素を

得るために窒素を導入しているのではなく（甲６の表１），単に，本件明細書に従

来の目的として記載されている，所望の電気的特性を得るために窒素を導入してい

るにすぎないから，被控訴人方法は，本件発明の構成要件Ｃの「炭素原子位置」を

充足しない。 

 (4) 構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

の充足性 

 控訴人は，被控訴人製品の炭素原子位置に導入された窒素量に関し，①単結晶炭

化珪素に導入された窒素が「炭素原子位置」を置換することは技術常識であり，②

単結晶炭化珪素に導入された窒素量は，単結晶炭化珪素の抵抗率から推計すること

ができ，また，２次イオン分析法（ＳＩＭＳ）でも測定でき（本件明細書【００２

２】），③被控訴人製品の窒素量＝「炭素原子位置」に導入された窒素量の関係が

成立する旨主張する。 

 しかし，控訴人の主張する「単結晶炭化珪素に取り込まれた窒素が「炭素原子位



- 19 - 

置」を置換する」という技術常識は，単結晶炭化珪素に取り込まれた「全て」の窒

素は炭素原子位置に導入されることを意味するものであるが，このような技術常識

は存在しない。単結晶炭化珪素に取り込まれた窒素の「全て」ではなく，「ほぼ全

て」が炭素原子位置に導入されるにすぎない。 

 また，控訴人が技術常識であるとして提出する証拠は，いずれも，本件発明が規

定する濃度範囲内の窒素が導入された４Ｈ型単結晶炭化珪素を対象として，その窒

素導入位置を特定したものではないから，控訴人が主張する技術常識を裏付けるも

のではない。 

 以上のとおり，被控訴人製品に取り込まれた窒素の「全て」を測定するにすぎな

いＳＩＭＳによる測定結果（甲６）は，炭素原子位置に導入された窒素量を示すも

のではなく，被控訴人製品の炭素原子位置に導入された窒素量が「５×１０１８ｃｍ

－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下」（構成要件Ｃ）の範囲内にあることは立証されてい

ない。 

 (5) 小括 

 以上のとおり，被控訴人方法は，本件発明の構成要件Ａ及びＣを充足しないから，

本件発明の技術的範囲に属しない。 

 ２ 争点(2)（本件発明は特許無効審判により無効にされるべきものか）について 

〔被控訴人の主張〕 

本件発明は，以下のとおり，無効理由を有し，特許無効審判により無効にされる

べきものであるから，控訴人は，被控訴人に対し，その権利を行使することができ

ない（特許法１０４条の３）。 

(1) 無効理由１（「炭素原子位置」に係る実施可能要件及び明確性要件違反） 

 ア ４Ｈ型単結晶炭化珪素の炭素原子位置に導入された窒素を直接測定する方法

はなく，本件明細書の【００２２】に記載された測定方法（ＳＩＭＳ，Ｃ－Ｖ法，

ホール測定）によって，４Ｈ型単結晶炭化珪素の炭素原子位置に導入された窒素量

を測定又は確認することはできない。 
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 仮に，本件明細書の【００２２】に記載された方法により測定することが可能で

あるとするならば，窒素の活性化率が１００％でなければならないが，このような

４Ｈ型単結晶炭化珪素を製造するための条件は，本件明細書には一切開示されてい

ない。 

 したがって，本件明細書及び本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，実施可能

要件（特許法３６条４項１号）及び明確性要件（同条６項２号）に違反している。 

 イ 控訴人の主張について 

 控訴人は，単結晶炭化珪素の窒素導入量については，本件明細書の【００２２】

に記載されているＳＩＭＳ（２次イオン質量分析法）により測定可能であるところ，

単結晶炭化珪素に取り込まれた窒素が「炭素原子位置」を置換することは技術常識

であって，ホール測定やＣ－Ｖ法により確認可能である旨主張するが，以下のとお

り，失当である。 

 (ア) 控訴人の主張する「単結晶炭化珪素に取り込まれた窒素が「炭素原子位置」

を置換する」という技術常識は，単結晶炭化珪素に取り込まれた「全て」の窒素は

炭素原子位置に導入されることを意味するものであるが，このような技術常識は存

在しない（例えば，窒素は，単結晶炭化珪素のクラックにも当然に入り込む。）。 

 単結晶炭化珪素に取り込まれた窒素の「全て」ではなく，「ほぼ全て」が炭素原

子位置に導入されるにすぎないが，本件明細書の【００２２】に記載されたＳＩＭ

Ｓは，単結晶炭化珪素に取り込まれた「全て」の窒素を測定する方法であるから，

単結晶炭化珪素に取り込まれた「全て」の窒素を測定する方法であるＳＩＭＳによっ

て，炭素原子位置に導入された窒素量は測定し得ない。 

 (イ) 本件明細書の【００２２】に記載された電気測定法であるＣ－Ｖ法やホー

ル測定では，本件発明が規定するような高い窒素濃度範囲において，４Ｈ型単結晶

炭化珪素の炭素原子位置に導入された窒素量を正確に測定することは不可能である。 

 Ｃ－Ｖ法は，ＳＩＭＳによる測定結果と明らかに整合しない（甲１２の図５）。

また，甲２２は，本件特許の出願後の文献であって，本件特許の出願当時の技術常
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識を示すものではなく，ＰＣ－Ｖ法の測定結果を示すものであって，本件明細書が

開示する電気測定法（Ｃ－Ｖ法）の測定結果でもないが，これらの点を措くとして

も，甲２２の図４によれば，ＳＩＭＳにより測定される窒素量とＰＣ－Ｖ法により

測定される窒素量には，１／１００～１１０／１００ものズレが存しているのであ

り，両者が合理的に一致していると評価することはできない。さらに，ホール測定

に関しては，控訴人は，「活性化率」などという概念に基づき主張するが，本件明

細書に全く開示されていない概念であって，かかる概念を持ち出す控訴人の主張は

失当である。 

 (2) 無効理由２（「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要件違反） 

 ア 本件発明は，電気的特性を変化させる目的で行われてきた窒素導入という従

来技術とどのように相違するのか明らかではなく，また，本件発明が規定する窒素

濃度を採用することによって，４Ｈ型単結晶炭化珪素を製造する際の再現性が高ま

ることを，本件明細書に記載された一実施例のみから伺い知ることはできない。 

 したがって，本件発明に係る特許請求の範囲及び本件明細書の記載は，明確性要

件（特許法３６条６項２号），実施可能要件（同条４項１号）及びサポート要件（同

条６項１号）に違反している。 

 イ 控訴人の主張について 

 控訴人は，本件明細書の実施例には，本件発明の数値範囲で４Ｈ型単結晶炭化珪

素を成長させる具体的な条件が例示されており，また，Ｘ線回折及びラマン散乱に

より４Ｈ型単結晶炭化珪素の品質を確認することができることも記載されているか

ら，実施例に基づき，窒素を増減することに困難性はないとして，明確性要件，実

施可能要件又はサポート要件違反はない旨主張するが，以下のとおり，失当である。 

 (ア) ４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られたとする，わずか一つの実施例から，本件

発明が規定する濃度範囲の窒素を導入することによって，４Ｈ型単結晶炭化珪素が

得られることを裏付けることができないことは当然である。 
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 単結晶炭化珪素のポリタイプに影響を及ぼすパラメータとして，成長温度，成長

圧力，面極性，不純物など様々なものが存しているにもかかわらず（乙２６），本

件発明の構成要件は，不純物である窒素濃度のみ規定し，その他のパラメータに関

しては一切規定していない。 

 本件明細書の実施例では高温の原料温度（２４００℃）が設定されているところ，

４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られた理由として原料温度が高温（２３００℃）である

ことを挙げる甲４０の５に照らせば，本件明細書の実施例において，４Ｈ型単結晶

炭化珪素が得られた理由を，窒素導入の点に求めることができないことは当然であ

る。 

 以上のように，４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られたとする本件明細書の一実施例

（【００１９】，【００２０】）から，本件発明が規定する濃度範囲の窒素を導入

することによって，４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られることを伺い知ることは不可能

である。 

 (イ) 本件明細書の【００２２】が規定するＳＩＭＳは，単結晶炭化珪素に取り

込まれた「全て」の窒素を測定する方法であるものの，その「全て」の窒素が炭素

原子位置に導入されているわけではない。また，同段落が規定するＣ－Ｖ法やホー

ル測定では，本件発明が規定するような高い窒素濃度範囲において，単結晶炭化珪

素の炭素原子位置に導入された窒素量を正確に測定することは不可能である。 

 したがって，本件明細書の【００２２】が規定する方法では，４Ｈ型単結晶炭化

珪素の炭素原子位置に導入された窒素量を測定することは不可能であるにもかかわ

らず，その測定ができたと記載されているのであり，本件明細書における実施例は，

現に実施されたものを正しく記載しているか極めて疑わしい。 

 (ウ) 控訴人は，本件発明に規定されていない，単結晶のポリタイプに影響を及

ぼすパラメータ（成長温度，成長圧力，面極性）に関しては，技術常識上妥当な条

件が選択されるものとして解釈すべきであるとするが，本件発明の特許請求の範囲

や本件明細書の記載が不十分であることにかこつけて，本件発明の技術的範囲をさ
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らに不明確にしようとするものであり，失当である。 

 ところで，訂正審決（甲３９）は，引用例３が開示する４Ｈ型単結晶炭化珪素に

おいて，「窒素の導入量の調整に加えて，他の炭化珪素単結晶の成長条件を操作し

ても，４Ｈ型炭化珪素単結晶を得ることは困難といえる。」と認定している。つま

り，本件発明の進歩性を肯定した上記訂正審決は，引用例３が開示する窒素濃度を

増減させると，４Ｈ型単結晶炭化珪素を得ることは困難であると認定している。そ

うすると，本件発明の進歩性が肯定されるならば，上記審決と同様に，本件発明の

実施例の窒素濃度（８×１０１８ｃｍ－３）を増減させると，４Ｈ型単結晶炭化珪素を

得ることは困難であると理解されることになる。かかる観点からも，控訴人の上記

主張は失当である。なお，実施例の窒素濃度を増減させても４Ｈ型単結晶炭化珪素

を得ることができると認識できるならば，本件発明の進歩性は当然に否定されなけ

ればならない（無効理由６）。 

 (3) 無効理由３（「種結晶」に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要件

違反） 

 ア 所定の種結晶を用いた場合には，本件発明が規定する所定量の窒素を導入し

ても，４Ｈ型単結晶炭化珪素を得ることはできない。この点は，控訴人が，６Ｈ型，

４Ｈ型を問わず，Ｓｉ面からは４Ｈ型が得られないことが技術常識である旨明言し

ているところである。 

 しかし，特許請求の範囲（請求項１）には，「種結晶」（構成要件Ａ）とのみ規

定されており，そのポリタイプ及び面極性は何ら限定されておらず，本件明細書に

おいても，「種結晶」が限定されることは記載されていないから，本件発明の技術

的範囲は不明確なものとなっており，本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，明

確性要件（特許法３６条６項２号）に違反している。 

 また，所定のポリタイプ及び面極性の「種結晶」を用いた場合には，本件発明の

解決課題がそもそも存在せず，当業者が実施できない発明となることから，本件明

細書の記載は，実施可能要件（同条４項１号）に違反している。 



- 24 - 

 さらに，「種結晶」のポリタイプ等にかかわらず，所望の効果が得られると当業

者において認識できるような記載が本件明細書にはされていないから，本件発明に

係る特許請求の範囲の記載は，サポート要件（同条６項１号）に違反している。 

 イ 控訴人の主張について 

 控訴人は，本件特許の出願当時，４Ｈ型を成長させるには，６Ｈ型単結晶炭化珪

素のＣ面と４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を用いるのは技術常識であったなどとして，

本件発明の「種結晶」が，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面及び４Ｈ型単結晶炭化珪素

のＣ面を指していることを，当業者であれば当然に理解する旨主張するが，以下の

とおり，失当である。 

 (ア) 控訴人の主張は，要するに，技術常識に基づき，本件発明が規定する「種

結晶」を限定解釈しようとするものである。しかし，本件発明における「種結晶」

について，その技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，一見し

て誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど

の特段の事情は認められないから，控訴人が主張するように「種結晶」の限定解釈

を行うことは許されない（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３

号１２３頁）。 

 したがって，控訴人が主張する技術常識の存否にかかわらず，控訴人の主張する

限定解釈を行うことは許されない。 

 (イ) また，控訴人の主張する，「４Ｈ型の成長には４Ｈ型Ｃ面か６Ｈ型Ｃ面を

用いれば良い」というような技術常識が存在したとしても，本件明細書には，当該

技術常識に関する言及は一切ないから，本件発明が規定する構成要件を満たすこと

によって，いかなる「種結晶」を用いても４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られると当然

に理解される。 

 したがって，控訴人が主張する技術常識の存在は，本件発明の「種結晶」の限定

解釈を根拠付けるものではない。 

 (ウ) これらの点を措くとしても，本件特許の出願当時，４Ｈ型単結晶炭化珪素
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は，種結晶として４Ｈ型Ｃ面又は６Ｈ型Ｃ面を使用するほか，それ以外のポリタイ

プ・成長面極性を使用しても得られていたのであって，控訴人が主張するような，

「４Ｈ型の成長には４Ｈ型Ｃ面か６Ｈ型Ｃ面を用いれば良い」というような技術常

識は存在していなかった。 

 (4) 無効理由４（引用例１に基づく新規性欠如） 

 ア 引用例１は，本件発明の全ての構成要件を示しているところ，４Ｈ型単結晶

炭化珪素に導入された窒素濃度と抵抗の関係を示した図４は，本件特許の出願日に

先立つ，平成７年９月１８日から同月２１日に開催された学会（ＩＣＳＣＲＭ－９

５）におけるプレゼン資料として参加者に提示されていた（乙２９）。 

 したがって，本件発明は，新規性が欠如しており無効である（特許法２９条１項

１号）。 

 イ 控訴人の主張について 

 控訴人は，引用例１は学会における講演そのものの記録ではなく，実際の講演内

容は不明である，上記論文の査読者が原稿を無断で公開することはないなどとして，

引用例１が本件発明に対する公知文献ではない旨主張するが，以下のとおり，失当

である。 

 (ア) 引用例１の著者であるＴｓｖｅｔｋｏｖ氏が，平成７年９月１８日から同

月２１日に開催された学会において，窒素濃度と抵抗の関係を示した引用例１の図

４をプレゼンのスライドとして参加者に示したことは，同学会に参加したＭｕｅｌ

ｌｅｒ博士が明確に陳述している（乙２９）。 

 (イ) 確かに，学会当日に配布されたテクニカルダイジェスト（甲２４，乙３２）

には，引用例１の図４は掲載されていないが，テクニカルダイジェスト（講演の要

旨）は，上記学会の開催日の約５か月も前に提出されたものである。これに対し，

引用例１の提出期限は，学会開催日の約１か月前である。 

 このような日程，Ｔｓｖｅｔｋｏｖ氏の講演時間やテクニカルダイジェストの内

容に照らせば，上記テクニカルダイジェストに記載された事項のみならず，引用例
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１に記載された事項についてもプレゼンが行われたと解するのが自然かつ合理的で

ある。 

 (ウ) さらに，引用例１は，本件特許の出願日以前の平成７年８月１８日までに，

ＩＣＳＣＲＭ－９５統括委員長宛に提出されているところ，論文のレビュー者は正

式な守秘義務を負うものではないから（乙３３），かかる観点からも，引用例１の

図４が，本件特許の出願日に先立ち，既に公知のものとなっていたことは明白であ

る。 

 (5) 無効理由５（引用例２に基づく新規性欠如） 

 ア 引用例２は，本件発明の全ての構成要件を示しているところ，本件特許の出

願日以前の平成７年１１月１７日頃から，公衆であるＤＴＩＣ（Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｔ

ｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｅｒ：アメリカ国防技術情

報センター）の登録ユーザに対して交付される態勢が整えられていた。 

 したがって，本件発明は，新規性が欠如しており無効である（特許法２９条１項

３号）。 

 イ 控訴人の主張について 

 控訴人は，ＤＴＩＣの段階では公知文献ではない（乙４０の２），引用例２がＮ

ＴＩＳ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅ

ｒｖｉｃｅ：アメリカ合衆国商務省科学技術情報サービス）を通じて公知となった

のは本件特許の出願日よりも後の平成８年３月１５日であるとして（甲４３の１・

２），引用例２が本件発明に対する公知文献ではない旨主張するが，以下のとおり，

失当である。 

 (ア) 登録という手続を経ることによって，ユーザは，引用例２等のＤＴＩＣが

所有する資料の開示を受けることができるのであるから，登録手続が必要であるこ

とを理由として，「頒布された刊行物」（特許法２９条１項３号）該当性が否定さ

れることはない。 

 (イ) 引用例２は，平成７年１０月１７日に「ＤＴＩＣ Ｓｅｌｅｃｔｅｄ」の
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スタンプが押されてから約１か月後である同年１１月１７日頃に，ＮＴＩＳに対し

て，守秘義務を課すことなく（公開の承認：配布無制限）で交付されている（乙４

０の２）。したがって，この交付の時点において，引用例２の記載内容が公知となっ

たことは明白である。 

 (6) 無効理由６（引用例３に基づく進歩性欠如） 

 ア 本件発明と引用例３に記載された発明との一致点及び相違点 

 (ア) 一致点 

 種結晶を用いた昇華再結晶法により単結晶炭化珪素を成長させる際に，炭素原子

位置に窒素を導入する４Ｈ型単結晶炭化珪素の製造方法である点 

 (イ) 相違点 

 ａ 相違点１ 

 窒素の導入量に関し，本件発明では５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以

下であるのに対し，引用例３に記載された発明では，１×１０２０ｃｍ－３である点 

 ｂ 相違点２ 

 本件発明が「４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法」であるのに対し，引

用例３に記載された発明では「ＳｉＣウェハを…製造する方法」である点 

 イ 相違点について 

 相違点１及び２に係る構成は，以下のとおり，当業者が適宜なし得る設計事項に

すぎず，これらの相違点を根拠として，本件発明の進歩性が肯定される余地はない。 

 (ア) 相違点１について 

 相違点１に係る構成は，以下の事情に照らせば，設計事項にすぎない。 

 ａ 引用例３では，「１×１０２０ｃｍ－３」という窒素濃度を，「高濃度」（「ｈ

ｅａｖｉｌｙ」）と評しているとおり（「ドナー濃度が１×１０２０ｃｍ－３まで高く

抵抗値が０．００２８Ω－ｃｍまで低い高濃度窒素ドープの４Ｈ－ＳｉＣを製造し

た」（３７８頁）），引用例３には，より低い濃度の窒素がドープされた４Ｈ型単

結晶炭化珪素も適宜に製造可能であることが開示されている。 
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 ｂ 平成６年１１月１５日に公開された引用例４は，窒素濃度を１×１０１８ｃｍ

－３（本件発明が規定する窒素濃度より低濃度）としても，４Ｈ型単結晶炭化珪素（イ

ンゴット）が得られることを開示している。 

 ｃ 公開時期に争いがあるものの，少なくとも，引用例２及び引用例１から，本

件特許の出願当時，当業者（研究者ら）が，本件発明が規定する窒素濃度範囲にあ

る４Ｈ型単結晶炭化珪素（インゴット）を現実に作成していたことは，客観的な事

実である。 

 ｄ 本件特許の出願後に作成されているものの，甲４１の３には，４Ｈ型単結晶

炭化珪素の産業上の利用に際して，０．０１Ω-ｃｍ以下（窒素濃度として約２．１

×１０１９ｃｍ－３以上）が望まれていることが記載されている。 

 (イ) 相違点２について 

 ４Ｈ型単結晶炭化珪素は，産業上の利用可能性の高いものであって，現に，引用

例４（窒素濃度１×１０１８ｃｍ－３未満）は，インゴット全領域で４Ｈ型単結晶炭化

珪素が得られたことを示しており，「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）により得られ

るインゴット全領域で４Ｈ型の単結晶炭化珪素を得るようにすることは，当業者で

あれば当然に指向することであって，当業者が適宜なし得ることにすぎない（甲４

０の１）。 

 ウ 控訴人の主張について 

 (ア) 控訴人は，本件発明の規定する数値範囲は，公知の数値範囲とは重複して

いないから，臨界的意義は不要である旨主張する。 

 しかし，控訴人の上記主張は，公知発明の数値を除外した発明は，すべからく進

歩性が肯定されるべきであるとするに等しく，失当である。 

 (イ) 控訴人は，引用例３は「炭化珪素基板とパワーデバイス」に関するもので

あり，単結晶炭化珪素はデバイスでの応用が期待されていた以上，引用例３に触発

された当業者において，更に低抵抗率（＝高濃度の窒素）を探求することはあって

も，より低濃度の窒素を探求する動機付けはない旨主張する。 
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 しかし，本件発明は，公知例に開示されていない窒素濃度の穴あき部分を見つけ

て，クレームした発明にすぎず，その数値範囲の上限及び下限に臨界的意義が存す

るものではないから，引用例３に記載された発明において，窒素濃度を増減するこ

との動機付けを問題とするまでもなく，その進歩性が否定されるべきである。 

 また，本件明細書には，わずか一例しか実施例が記載されていないことからすれ

ば，本件発明の出願人である控訴人自身，窒素濃度範囲を適宜増減させることは，

当業者の通常の創作能力にすぎないことを当然の前提としていたことが明らかであ

る。 

 以上の点を措いても，引用例３は，その窒素濃度（１×１０２０ｃｍ－３）を高濃度

（「ｈｅａｖｉｌｙ」）と評価しているのであり，窒素濃度を低減させる動機付け

がある。引用例３に記載された窒素濃度は，本件明細書において好ましいとされて

いる窒素濃度範囲（本件明細書【００１２】）にあり，本件訂正前の特許請求の範

囲に記載された濃度範囲に含まれるものであるから，本件発明の数値と大きく離れ

ているなどと評価すべきものではない。前記のとおり，本件発明の数値範囲の窒素

濃度からなる４Ｈ型単結晶炭化珪素を得る十分な動機付けが認められる。 

 (ウ) 控訴人は，引用例３の記載から，窒素が４Ｈ型の安定性に与える影響を読

み取ることはできない旨主張する。 

 しかし，引用例３は，その窒素濃度（１×１０２０ｃｍ－３）を高濃度（「ｈｅａｖ

ｉｌｙ」）と評価しているとおり，同濃度までは，４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られ

ることも当然に開示している。 

 本件明細書は，わずか一つの実施例しか開示していない点を顧みることなく，引

用例３の記載からは，窒素が４Ｈ型の安定性に与える影響を読み取ることはできな

いとする控訴人の主張は，場当たり的な主張であるといわざるを得ない。 

 エ 小括 

 以上のとおり，本件発明は，引用例３に記載された発明に基づき容易に発明をす

ることができたものであって，無効である（特許法２９条２項）。 
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 (7) 無効理由７（引用例４に基づく進歩性欠如） 

 ア 本件発明と引用例４に記載された発明との一致点及び相違点 

 (ア) 一致点 

 種結晶を用いた昇華再結晶法により単結晶炭化珪素を成長させる際に，炭素原子

位置に窒素を導入する４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法である点 

 (イ) 相違点３ 

 窒素ドープ量に関し，本件発明では，「５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－

３以下」であるのに対し，引用例４に記載された発明では，抵抗率が０．１Ω-ｃｍ

となるドープ量である点 

 イ 相違点３について 

 相違点３に係る構成は，前記(6)イ(ア)の事情に照らせば，当業者が適宜なし得る

設計事項にすぎず，相違点３を根拠として，本件発明の進歩性が肯定される余地は

ない。 

 また，引用例４の記載に接した当業者において，パワーデバイス用に抵抗率の低

い（０．０１Ω-ｃｍ以下。甲４１の３の５９頁）４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るため

に，窒素濃度を適宜調整することは当然に行う試みにすぎないから，この点におい

ても，相違点３を根拠として，本件発明の進歩性が肯定される余地はない。 

 ウ 小括 

 以上のとおり，本件発明は，引用例４に記載された発明に基づき容易に発明をす

ることができたものであって，無効である（特許法２９条２項）。 

 (8) 無効理由８（引用例３又は引用例１と引用例５に基づく進歩性欠如） 

 ア 引用例５には，窒素を不純物としてドーピングすることが，成長する単結晶

炭化珪素のポリタイプに大きく影響を及ぼすことが開示されている。したがって，

引用例３又は引用例１が開示する種結晶を用いた昇華再結晶法において，引用例５

に記載された発明を組み合わせることにより，適宜窒素をドーピングし，所望の抵

抗率からなる４Ｈ型単結晶炭化珪素を得ることは容易に想到し得たことである。 
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 イ 控訴人の主張について 

 控訴人は，引用例５は真空ポンプで炉内を減圧させた場合の実験であって，本件

発明とは根本的に技術が異なり，むしろ，引用例５は，僅かな実験条件の相違で成

長する結晶多形が大きく変動することを開示するものである旨主張する。 

 しかし，本件発明は，その製造方法として，単に，「種結晶を用いた昇華再結晶

法」とのみ規定するものであって，炉内の圧力に関して，何らの限定も加えられて

いないから，控訴人の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであり，

失当である。 

 また，引用例５は，僅かな実験条件の相違で成長するポリタイプが変わるという

技術常識にとどまらず，窒素を不純物としてドーピングすることによって，生成さ

れるポリタイプに影響を及ぼすことができることも開示しているから，この点にお

いても，控訴人の上記主張は失当である。 

 ウ 小括 

 以上のとおり，本件発明は，引用例３又は引用例１に記載された発明と引用例５

に記載された発明に基づき容易に発明をすることができたものであって，無効であ

る（特許法２９条２項）。 

〔控訴人の主張〕 

 (1) 無効理由１（「炭素原子位置」に係る実施可能要件及び明確性要件違反）に

ついて 

 ア 単結晶炭化珪素中に取り込まれた「窒素」量は，二次イオン質量分析法（Ｓ

ＩＭＳ）で測定できる（本件明細書【００２２】）。 

 そして，単結晶炭化珪素中の窒素が「炭素原子位置」を置換することは，本件特

許の出願日より前から技術常識であり，本件明細書の【００２２】に記載された電

気測定により確認可能である。なお，単結晶炭化珪素中の窒素が「炭素原子位置」

を置換することは，本件特許の出願日以後の各種研究によっても裏付けられており，

理論計算において，珪素原子位置に置換することは起こり得ないことが確認されて
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いるほか，最近の実験として４×１０１９ｃｍ－３の窒素を導入した４Ｈ型単結晶炭化

珪素の特性Ｘ線を識別したところ，窒素は「炭素原子位置」を置換することが明確

に確認されている（甲８，１２，甲１７～２０，甲２７，２８等）。 

 したがって，測定可能であることに議論の余地がないＳＩＭＳによる全窒素量を，

炭素原子位置に置換した窒素の量としてよい。相違があるとしても，測定誤差のレ

ベルである。 

 イ Ｃ－Ｖ法は，炭素原子位置に置換した窒素の量を測定する方法であるが，通

常のＣ－Ｖ法では，本件発明の高濃度の窒素量については測定誤差が大きくなる。

甲１２のデータにおけるＳＩＭＳとの食い違いは，まさに，測定誤差の影響が大き

い例であると解される。 

 これに対し，甲２２のＰＣ－Ｖ法は，Ｃ－Ｖ法の一種であるが，高濃度窒素の測

定に適しており，本件発明の濃度において，ＳＩＭＳと炭素原子位置に置換した窒

素量の一致を確認することができる。被控訴人は，甲２２における僅かなズレを以

て，ＰＣ－Ｖ法による測定を否定するが，誤りである。 

 また，ホール測定は，炭素原子位置に置換した窒素のうち，測定温度において活

性化している（電子を伝導層に放出して正孔となっている）炭素原子の量を測定す

る方法である。４Ｈ型単結晶炭化珪素において，含有されている窒素量のうち活性

化している割合と温度の関係は，量子力学による確立した計算方法によって算定す

ることができるから，理論計算と比較することにより，炭素原子位置に置換してい

る窒素量を見積もることができる。 

 以上のとおり，炭素原子位置に置換した窒素の量は，ＳＩＭＳによる窒素量と同

視することができ，ＰＣ－Ｖ法，ホール測定によって裏付けることができる。 

 ウ 小括 

 したがって，「炭素原子位置」に取り込まれた「窒素」量の測定は可能であるか

ら，無効理由１は理由がない。 

 (2) 無効理由２（「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」
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に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要件違反）について 

 ア 本件明細書に記載された実施例においては，４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長さ

せる具体的な条件が例示されており（【００１９】～【００２１】），かつ，Ｘ線

回折及びラマン散乱により４Ｈ型単結晶炭化珪素の品質を確認可能とも記載されて

いる（【００２２】）。  

 そして，得られた４Ｈ型単結晶炭化珪素は，「種結晶上より成長最表面まで均一

で，高品質の４Ｈ型単結晶炭化珪素であった。」ことが確認されている。 

 本件発明の数値範囲（５×１０１８ｃｍ－３～５×１０１９ｃｍ－３）において，上限

値は下限値の１０倍にすぎず，実施例の窒素濃度はこの範囲のほぼ中間であるから，

当業者であれば，実施例の記載をベースに，本件発明の数値範囲で窒素量を増減す

ることに困難性はない。 

 イ 小括 

 したがって，無効理由２に係る主張は理由がない。 

 (3) 無効理由３（「種結晶」に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要件

違反）について 

 ア 本件特許の出願前から，４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長させるには，「種結晶」

に４Ｈ型若しくは６Ｈ型のＣ面を用いることは技術常識であり，多数報告されてい

る（乙７，乙１０～１２，乙１５～１７）。 

 本件発明は，種結晶の選択を発明の特徴とするものではなく，種結晶から４Ｈ型

のみが成長し，また，成長中に４Ｈ型から他の結晶多形への転移が生じないように

する手段を提供する発明である。特許発明の解釈は，当業者の技術常識に基づいて

されるべきところ，上記のとおり，４Ｈ型を得るための種結晶としては，６Ｈ型又

は４Ｈ型のＣ面を使用するのが好適であり，Ｓｉ面からでは４Ｈ型が得られないこ

とは，技術常識となっていたのであるから，本件発明の種結晶はこの技術常識に基

づいて理解される。 

 種結晶の通常の意味は，成長させる結晶と同じ結晶であるが，４Ｈ型単結晶炭化
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珪素の場合には，類似した結晶である６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面も利用可能であ

ることが知られていたから，含まれるのである。４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長に適

さない任意の結晶までを「種結晶」に含める解釈は成り立たない。 

 イ 小括 

 したがって，無効理由３は理由がない。 

 (4) 無効理由４（引用例１に基づく新規性欠如）について 

 ア 引用例１は，平成７年９月１８日から同月２１日に開催された学会の講演内

容を収録した論文集に含まれる論文であり，その刊行は，本件特許の出願後である

平成８年２月である。 

 引用例１は，学会における講演そのものの記録ではなく，事項の追加，削除がさ

れて整理されたものであって，どの部分が講演時に開示された内容であるかは不明

である。 

 学会の講演時に配布された資料は甲２４であって，ここには，被控訴人が無効理

由として援用する引用例１の図４及びこれに関連する具体的な記載は含まれていな

い。むしろ，甲２４に記載された内容に照らせば，実際の講演では，マイクロパイ

プ欠陥の改善が中心をなしていたと推測されるのであり，学会における講演内容と

論文集の内容が同一でないことは明らかである。 

 イ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，学会における講演において，図４のスライドが示された旨の講演出

席者の陳述書（乙２９）を提出するが，約１８年前の講演の内容を，正確に記憶し

ているか否かは不明といわざるを得ない。 

 また，被控訴人は，引用例１の原稿が，本件特許の出願前に学会の査読者に読ま

れたことによって公知になった旨主張するが，独自の見解であって，失当である。

論文が公知となるのは原稿受領日でも査読者への交付日でもなく，刊行物として刊

行された日である。 

 ウ 小括 
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 以上のとおり，甲２４の記載以外の如何なる事実が平成７年９月の学会において

公知になったかを引用例１から知ることはできない。 

 したがって，無効理由４は理由がない。 

 (5) 無効理由５（引用例２に基づく新規性欠如）について 

 ア 特許法２９条１項３号にいう「頒布された刊行物」とは，公衆に対し頒布に

より公開することを目的として複製された文書，図画その他これに類する情報伝達

媒体をいう（最高裁昭和５５年７月４日第二小法廷判決・民集３４巻４号５７０頁，

同昭和６１年７月１７日第一小法廷判決・民集４０巻５号９６１頁）。ここで，頒

布の対象である「公衆」とは，不特定者と解すべきである。 

 引用例２は，特定の登録ユーザに向けて閲覧可能とされたにすぎず，閲覧可能な

者は，具体的には国防省や連邦職員，契約業者などの国防省関係者に限られており，

一般公衆は含まれない（乙４０の２）。契約業者は，国防省との契約により，国家

の最重要機密である国防に関する業務を行う企業と解されるから，連邦の機関と同

じに扱われるべきであり，全て特定者である。 

 なお，公衆に頒布している機関は，ＮＴＩＳであり，引用例２が公知となった時

期は，ＮＴＩＳを通じて，早くても平成８年３月１５日である（甲４３の１・２）。 

 イ 小括 

 したがって，無効理由５は理由がない。 

 (6) 無効理由６（引用例３に基づく進歩性欠如）について 

 ア 本件発明の数値範囲に臨界的意義は必要とされないこと 

 本件発明の数値範囲は，引用例３及び引用例４に挟まれているとはいえ，両文献

の数値から大きく離れている。 

 被控訴人は，本件発明の数値範囲には臨界的意義が認められない旨主張するが，

公知の数値範囲と重複しない数値範囲に係る構成は，臨界的意義の確認データを要

することなく，公知技術との相違点として進歩性の根拠になる。 

 公知の４Ｈ型単結晶炭化珪素は，引用例３を除き，窒素導入量が本件発明の下限
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より著しく低いものである。そして，極めて特異的な高濃度の４Ｈ型単結晶炭化珪

素が一点だけ引用例３に記載されているが，これも本件発明の数値範囲には重なら

ない。 

 したがって，本件発明の進歩性を肯定するのに，臨界的意義は不要である。 

 イ 引用例３の記載から窒素が４Ｈ型単結晶炭化珪素の安定性に与える影響を読

み取ることはできないこと 

 引用例３では，その窒素導入量は，引用例４に記載された窒素導入量（１×１０

１８ｃｍ－３未満）を一挙に１００倍も超えているが，窒素濃度の中間段階の結果が一

切記載されておらず，改良レーリー法（種結晶を用いた昇華再結晶法）という以外

には，具体的な製造条件や品質も記載されていない。また，引用例３は，１×１０

２０ｃｍ－３という，本件発明以前の他の公知技術からかけ離れた窒素濃度の単一の事

例を示すのみであり，その濃度以下の窒素濃度において，４Ｈ型単結晶炭化珪素が

安定的に得られることを開示していない。 

 したがって，引用例３に，その窒素濃度と大きく異なる窒素濃度の範囲において

安定に４Ｈ型単結晶を得る方法が示唆されているとはいえない。 

 ウ 引用例３において，より低濃度の窒素濃度を探求する動機付けがないこと 

 引用例３は，そのタイトルが「炭化珪素基板とパワーデバイス」とされているこ

とからも明らかなとおり，本件特許の出願当時，４Ｈ型単結晶炭化珪素はパワーデ

バイスとしての応用が期待されていた。 

 平成７年の学会発表で配布された甲２４には，マイクロパイプ欠陥が「とりわけ

高電流パワーデバイスの実用化を妨げてきた」と記載されており，平成１５年に発

行された教科書である「半導体ＳｉＣ技術と応用」（甲３）では，平成５年に６Ｈ

型単結晶炭化珪素のショットキーダイオードが試作されてから，単結晶炭化珪素は

低損失パワーエレクトロニクス用材料としての認識が高まったと説明されている。

続いて，その目的のためには４Ｈ型単結晶炭化珪素が適していることが報告され，

平成７年に４Ｈ型単結晶炭化珪素を用いた厚さ１３μｍで耐圧１．７ｋＶのショッ
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トキーダイオードが報告され，パワー半導体としての４Ｈ型単結晶炭化珪素が最重

視されるようになり，当該報告に基づいた４Ｈ型単結晶炭化珪素のショットキーダ

イオードが平成１３年にドイツから市販され，パワーデバイスの実用化時代に入っ

たとの，経緯がある。 

 上記開発経緯に照らせば，引用例３に触発された当業者であれば，より低抵抗率

の４Ｈ型単結晶炭化珪素，すなわち，より高濃度に窒素を導入した４Ｈ型単結晶炭

化珪素を探索する動機付けが生じるにすぎず，引用例３よりも低濃度を探求する動

機付けは生じない。 

 現在の知見としては，窒素濃度が高過ぎる４Ｈ型単結晶炭化珪素には欠陥がある

ことが判明しており，４Ｈ型単結晶炭化珪素のパワーデバイス用途における最適の

窒素濃度は，本件発明の規定する数値範囲となっているが，本件特許の出願当時に

おいては，パワーデバイスである以上，より抵抗値の低いものが望ましいというの

が技術常識であった。 

 したがって，引用例３の低抵抗値の４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られたのであれば，

より抵抗値の低い単結晶を求める動機は生じたが，その逆方向には動機付けが生ず

る理由がない。 

 エ 小括 

 以上のとおり，引用例３に接した当業者は，高抵抗となる窒素濃度の低い結晶を

得ようとする動機を生じず，また，引用例３は，窒素を導入する改良レーリー法で

あるという，極めて一般的な情報しか開示しておらず，本件発明の数値範囲の窒素

濃度を有する単結晶を製造しようとしても，条件の設定に困難を生じるから，本件

発明の数値範囲に係る構成は，単なる設計事項であるとはいえない。 

 したがって，無効理由６は理由がない。 

 (7) 無効理由７（引用例４に基づく進歩性欠如）について 

ア 引用例４においては，窒素導入量は１×１０１８ｃｍ－３未満であり，本件発明

の窒素濃度において４Ｈ型単結晶炭化珪素が安定的に得られることを教示していな
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い。 

引用例４に記載された２つの実施例の製造条件には，窒素の導入量以外にも，原

料炭化珪素の加熱温度につき，２２００℃と２３００℃という１００℃もの差があ

り，再結晶時の温度は，生成する結晶の形態に大きく影響することが公知であった

から（甲４０の６），窒素の導入が４Ｈ型単結晶炭化珪素生成の原因であることが

教示されているとはいえない。 

４Ｈ型となるか否かについては，温度の他，ＣとＳｉの比率の制御など幾つもの

因子がある。甲２５では，結晶多形の制御の難しさについて，結晶多形（ポリタイ

プ）間において，エネルギー差がほとんどないために，僅かな条件の変動で，異種

の結晶多形が生じ得るという問題があり，これを防止するためには，厳密な条件の

制御が必要となる旨説明されている。 

したがって，引用例４から，５×１０１８ｃｍ－３以上の窒素導入により，高品質の

４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られると予測する根拠はない。 

イ 小括 

以上のとおり，引用例４は，本件発明の規定する窒素濃度範囲において，４Ｈ型

単結晶炭化珪素が安定的に得られることを何ら示唆していないから，本件発明の数

値範囲に係る構成は，単なる設計事項であるとはいえない。 

 したがって，無効理由７は理由がない。 

 (8) 無効理由８（引用例３又は引用例１と引用例５に基づく進歩性欠如）につい

て 

 ア 引用例３は，１×１０２０ｃｍ－３より低濃度の領域を探索する動機付けを与え

ない。また，引用例１は公知文献ではない。さらに，引用例５が開示する技術は，

真空ポンプで炉内を減圧させた場合の実験で，本件発明とは根本的に技術が異なる。

むしろ，引用例５は，僅かな実験条件の相違で，成長する結晶多形が大きく変動す

ることを開示する文献である。 

 イ 小括 
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 以上によれば，無効理由８は理由がない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件発明について 

(1) 本件明細書の記載 

本件明細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある。 

ア 発明の属する技術分野 

 【０００１】本発明は，単結晶炭化珪素の製造方法に係わり，特に，青色発光ダ

イオードや電子デバイスなどの基板ウェハとなる良質で大型の単結晶インゴットの

成長方法に関するものである。 

 イ 従来の技術 

 【０００２】炭化珪素（ＳｉＣ）は耐熱性及び機械的強度も優れ，放射線に強い

などの物理的，化学的性質から耐環境性半導体材料として注目されている。６Ｈ型

の炭化珪素結晶は室温で約３ｅＶの禁制帯幅を持ち，青色発光ダイオード材料とし

て用いられている。また，４Ｈ型の単結晶炭化珪素は，高い電子移動度を有し，高

周波高耐圧電子デバイスへの適用が期待されている。しかしながら，大面積を有す

る高品質の単結晶炭化珪素を，工業的規模で安定に供給し得る結晶成長技術は，い

まだ確立されていない。それゆえ，炭化珪素は，上述のような多くの利点及び可能

性を有する半導体材料にもかかわらず，その実用化が阻まれていた。 

 【０００３】従来，研究室程度の規模では，例えば昇華再結晶法（レーリー法）

で単結晶炭化珪素を成長させ，半導体素子の作製が可能なサイズの単結晶炭化珪素

を得ていた。しかしながら，この方法では，得られた単結晶の面積が小さく，その

寸法及び形状を高精度に制御することは困難である。また，炭化珪素が有する結晶

多形及び不純物キャリア濃度の制御も容易ではない。また，化学気相成長法（ＣＶ

Ｄ法）を用いて珪素（Ｓｉ）等などの異種基板上にヘテロエピタキシャル成長させ

ることにより立方晶の単結晶炭化珪素を成長させることも行われている。この方法

では，大面積の単結晶は得られるが，基板との格子不整合が約２０％もあること等
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により多くの欠陥を含む（～１０７ｃｍ－２）単結晶炭化珪素しか成長させることが

できず，高品質の単結晶炭化珪素を得ることは容易でない。 

 【０００４】これらの問題点を解決するために，種結晶を用いて昇華再結晶を行

う改良型のレーリー法が提案されている（Ｙｕ．Ｍ．Ｔａｉｒｏｖ ａｎｄ Ｖ．

Ｆ． Ｔｓｖｅｔｋｏｖ， Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｇｒｏｗｔ

ｈ ｖｏｌ．５２（１９８１）ｐｐ．１４６－１５０）。この方法では，種結晶を

用いているため結晶の核形成過程が制御でき，また不活性ガスにより雰囲気圧力を

数Ｔｏｒｒから１００Ｔｏｒｒ程度に制御することにより結晶の成長速度等を再現

性良くコントロールできる。さらに，結晶の抵抗率は，不活性ガスからなる雰囲気

中に不純物ガスを添加する，あるいは炭化珪素原料粉末中に不純物元素あるいはそ

の化合物を混合することにより，制御可能である。単結晶炭化珪素中の置換型不純

物として代表的なものに，窒素（Ｎ型），ホウ素，アルミニウム（Ｐ型）がある。

この内，窒素は単結晶炭化珪素中で炭素原子位置を，ホウ素，アルミニウムは珪素

原子位置を置換する。 

【０００５】このように種結晶を用いた昇華再結晶法を用いれば，結晶多形（ポ

リタイプ），形状，及び抵抗率を制御しながら，大型の単結晶炭化珪素を再現性良

く成長させることができる。 

ウ 発明が解決しようとする課題 

【０００６】上記従来方法で単結晶炭化珪素を成長した場合，通常の温度条件（摂

氏２２００度から２４００度）では，Ｗ．Ｆ．Ｎｉｐｐｅｎｂｅｒｇ， Ｐｈｉｌ

ｉｐｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｒｅｐｏｒｔｓ ｖｏｌ．１８（１９６３）ｐｐ．１

６１－２７４に記載されているように，６Ｈ型の単結晶炭化珪素が高い確率で形成

されてしまい，高周波高耐圧電子デバイスに適した４Ｈ型の単結晶炭化珪素を得る

のは困難である。また，Ｍ．Ｋａｎａｙａ  ｅｔ ａｌ．，Ａｐｐｌｉｅｄ Ｐ

ｈｙｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ ｖｏｌ．５８（１９８８）ｐｐ．５６－５８に，

種結晶の温度を低下させ，さらに雰囲気圧力を低下させることにより結晶成長の過
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飽和度を上昇させ，４Ｈ型単結晶炭化珪素の形成確率を高める方法が記載されてい

るが，一般に過飽和度を高めると欠陥発生の確率も上昇してしまい，やはり好まし

くない。また，Ｙｕ．Ｍ．Ｔａｉｒｏｖ ｅｔ ａｌ．，Ｐｈｙｓｉｃａ Ｓｔａ

ｔｕｓ Ｓｏｌｉｄｉ ｖｏｌ．２５（１９７４）ｐ．３４９，Ａ．Ｉｔｏ ｅｔ 

ａｌ．， Ａｐｐｌｉｅｄ Ｐｈｙｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ ｖｏｌ．６５（１

９９４）ｐｐ．１４００－１４０２に，Ｓｃ，Ｃｅといった希土類金属を炭化珪素

成長表面に供給し，表面エネルギーを変化させ４Ｈ型結晶の核発生を促進する方法

が記載されているが，半導体デバイスへの応用を考えた場合には，これらの重金属

の使用は好ましくない。 

【０００７】本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり，大型のウェハを切

り出せる，欠陥が少なく良質の４Ｈ型単結晶インゴットを再現性良く製造し得る単

結晶炭化珪素の製造方法を提供するものである。 

エ 課題を解決するための手段 

【０００８】本発明の単結晶炭化珪素インゴットの製造方法は，炭化珪素からな

る原材料を加熱昇華させ，単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し，この種結晶

上に単結晶炭化珪素を成長する方法において，炭素原子位置に窒素を５×１０１８ｃ

ｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入することを特徴とするものである。 

【００１０】さらに，本発明においては，前記４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴット

の製造方法に用いる炭化珪素原料として，粒径が１５０μｍ以上の炭化珪素粉末を

使用することを特徴とする。 

オ 発明の実施の形態 

【００１１】本発明の製造方法では，炭素原子位置に不純物を導入することによ

り，結晶多形を４Ｈ型に制御しようとするものである。炭化珪素の結晶多形と結晶

中の炭素／珪素元素比の関係はＴａｉｒｏｖらによって調べられている（Ｙｕ．Ｍ．

Ｔａｉｒｏｖ ａｎｄ Ｖ．Ｆ．Ｔｓｖｅｔｋｏｖ， Ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｏｆ Ｃ

ｒｙｓｔａｌ Ｇｒｏｗｔｈ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｖｏ
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ｌ．４（１９８２）ｐ１１１）。一般に，単結晶炭化珪素中の炭素元素と珪素元素

の含有比率は理想的な化学量論比（炭素と珪素の元素の比が１対１）からずれてい

る。また，この結晶中の炭素／珪素元素比を増すと，結晶は４Ｈ多形をとることが

知られている。したがって，４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るには，この結晶中炭素／

珪素元素比を増加させればよいことになるが，昇華再結晶法で良質な結晶が成長す

る温度領域（摂氏２２００～２４００度）において，この比を再現性良く制御する

ことは極めて困難である。これは，上記Ｗ．Ｆ．Ｎｉｐｐｅｎｂｅｒｇの論文にお

いて，同じ成長条件下でも僅かな成長条件のゆらぎによって，６Ｈ型と４Ｈ型の両

方が発生してしまっていることからも理解される。 

【００１２】本発明では，炭素原子位置に不純物を導入することにより，この炭

素／珪素元素比を実効的に変化させようというものである。炭素原子位置に導入さ

れた不純物は，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的に増加させ，成長温度等の成長

条件を大きく変化させることなく，良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長を可能とす

る。この際，炭素原子位置に不純物を５×１０１８ｃｍ－３以上，より好ましくは５×

１０１９ｃｍ－３以上導入する必要がある。また，導入する不純物の濃度の上限は６×

１０２０ｃｍ－３である。これは，不純物濃度が６×１０２０ｃｍ－３を越えると，結晶

性が劣化するためである。 

【００１３】炭素原子位置に導入された５×１０１８ｃｍ－３以上の不純物は，結晶

中の炭素／珪素元素比を実効的に約０．０１％増加させ，４Ｈ型の結晶核発生を促

進する。また，炭素原子位置に入る不純物としては，窒素が最も望ましい。これは，

窒素が元素周期律表上で炭素の隣に位置し，炭素原子位置に導入された際に，炭素

原子と最も類似した化学的特性を示すためである。 

【００１４】粒径の大きい（１５０μｍ以上）炭化珪素粉末を原料として使用す

ることは，上記炭素原子位置への不純物導入をより効果的なものにする。これは，

粒径の大きな炭化珪素粉末を使用すると，原料昇華蒸気中の炭素／珪素元素比が増

大するためである。炭化珪素原料粉末の粒径としては，従来０．０１０～３ｍｍ程
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度のものが用いられており，粒径が大きくなるに従って，原料昇華蒸気中の炭素／

珪素元素比が０．２から２と一桁程度増加することが知られている。ただし，この

原料昇華蒸気中の炭素／珪素元素比増大だけでは，４Ｈ型炭化珪素を得ることはで

きない。なお，使用する炭化珪素粉末原料の粒径の上限は３ｍｍ程度であり，これ

以上粒径を大きくすると充分な昇華蒸気が得られないため好ましくない。 

【００１５】また従来，単結晶炭化珪素への不純物の導入は結晶の電気的特性（伝

導型，抵抗率）を変化させる目的では行われていたが，本発明のように結晶多形（ポ

リタイプ）の制御を目的として用いられたことはない。 

カ 実施例 

【００１７】図１は，本発明の実施に用いられる製造装置であり，種結晶を用い

た改良型レーリー法によって単結晶炭化珪素を成長させる装置の一例である。まず，

この単結晶成長装置について簡単に説明する。結晶成長は，種結晶として用いた単

結晶炭化珪素基板１の上に，原料である炭化珪素粉末２を昇華再結晶させることに

より行われる。種結晶の炭化珪素結晶基板１は，黒鉛製坩堝３の蓋４の内面に取り

付けられる。原料の炭化珪素粉末２は，黒鉛製坩堝３の内部に充填されている。こ

のような黒鉛製坩堝３は，二重石英管５の内部に，黒鉛の支持棒６により 設置され

る。黒鉛製坩堝３の周囲には，熱シールドのための黒鉛製フェルト７が設置されて

いる。二重石英管５は，真空排気装置１３により高真空排気（１０－５Ｔｏｒｒ以下）

でき，かつ内部雰囲気をＡｒガス供給源（不図示）に接続されている配管９を通じ

てＡｒガス用マスフローコントローラ１０を介して供給されるＡｒガスによって圧

力制御することができる。また，二重石英管５の外周には，ワークコイル８が設置

されており，高周波電流を流すことにより黒鉛製坩堝３を加熱し，原料及び種結晶

を所望の温度に加熱することができる。坩堝温度の計測は，坩堝上部及び下部を覆

うフェルトの中央部に直径２～４ｍｍの光路を設け坩堝上部及び下部からの光を取

りだし，二色温度計を用いて行う。坩堝下部の温度を原料温度，坩堝上部の温度を

種温度とする。さらに，二重石英管５には，不純物（本実施例では窒素）を供給す
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るために，不純物供給源（不図示）に接続された配管１１と供給する不純物の量を

制御するための不純物用マスフローコントローラ１２が接続されている。 

【００１９】まず，種結晶として，成長面方位が＜０００１＞方向である六方晶

系の炭化珪素からなる基板１を用意した。そして，この基板１を黒鉛製坩堝３の蓋

４の内面に取り付けた。また，黒鉛製坩堝３の内部には，原料２を充填した。原料

の炭化珪素粉末の粒径は２００μｍのものを用いた。炭素原子位置への不純物導入

の効果をより顕著なものにするには，原料の粒径は１５０μｍ以上が望ましい。こ

れは，粒径１５０μｍ以下では，原料昇華蒸気中の炭素／珪素元素比が小さくなっ

てしまうためである。 

【００２０】次いで，原料を充填した黒鉛製坩堝３を，種結晶を取り付けた蓋４

で閉じ，黒鉛製フェルト７で被覆した後，黒鉛製支持棒６の上に乗せ，二重石英管

５の内部に設置した。そして，石英管の内部を真空排気した後，ワークコイル８に

電流を流し原料温度を摂氏２０００度まで上げた。その後，雰囲気ガスとしてＡｒ

ガスに窒素ガスを７％含んだ混合ガスを流入させ，石英管内圧力を約６００Ｔｏｒ

ｒに保ちながら，原料温度を目標温度である摂氏２４００度まで上昇させた。 

【００２１】本実施例では，窒素を，炭素原子位置に導入される不純物として用

いた。なお，本発明を適用した改良レーリー法における不純物の導入方法としては，

（１）不純物あるいは不純物元素を含有する化合物をガスとして導入する方法（本

実施例に相当），（２）不純物粉末を炭化珪素粉末と混合したものを原料として用

いる方法，（３）事前に炭化珪素粉末と不純物の混合物を高温で熱処理したものを

原料として用いる方法，あるいは（４）不純物をドープした炭化珪素粉末を原料と

する方法が考えられる。成長圧力である２０Ｔｏｒｒには約３０分かけて減圧し，

その後約２０時間成長を続けた。この際の成長速度は約１ｍｍ毎時であった。 

【００２２】こうして得られた単結晶炭化珪素を二次イオン質量分析法により調

べたところ，結晶中に窒素が８×１０１８ｃｍ－３含有されていることが分かった。ま

た，ホール測定，容量－電圧特性等の電気測定より窒素原子はすべて炭素原子位置
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に導入されていることを確認した。得られた結晶をＸ線回折及びラマン散乱により

分析したところ，４Ｈ型の単結晶炭化珪素が成長していることを確認できた。成長

した結晶は種結晶上より成長最表面まで均一で，高品質の４Ｈ型単結晶炭化珪素で

あった。 

キ 発明の効果 

【００２３】以上説明したように，本発明によれば，種結晶を用いた昇華再結晶

法による単結晶炭化珪素の製造方法において，炭素原子位置を置換する不純物を導

入することによって良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素を再現性良く成長させることがで

きる。このような４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長用基板として用い，気相エピタキシャ

ル成長法により，この基板上に単結晶炭化珪素薄膜を成長させれば，電気的特性の

優れた高耐圧・耐環境性電子デバイスを製作することができる。 

(2) 本件発明の特徴 

前記(1)の記載によれば，本件発明の特徴は，以下のとおりであると認められる。 

ア 本件発明は，単結晶炭化珪素の製造方法にかかわり，特に，基板ウェハとな

る良質で大型の単結晶インゴットの成長方法に関する発明である（【０００１】）。 

 ４Ｈ型単結晶炭化珪素は，高い電子移動度を有し，高周波高耐圧電子デバイスへ

の適用が期待されているが，大面積を有する高品質の単結晶炭化珪素を工業的規模

で安定に供給し得る結晶成長技術は，確立されていない（【０００２】）。 

 従来，研究室程度の規模では，例えば昇華再結晶法（レーリー法）で単結晶炭化

珪素を成長させ，半導体素子の作製が可能なサイズの単結晶炭化珪素を得ていたが，

この方法では，得られる単結晶の寸法，形状，結晶多形及び不純物キャリア濃度の

制御が困難であった。また，化学気相成長法（ＣＶＤ法）を用いて珪素（Ｓｉ）等

などの異種基板上にヘテロエピタキシャル成長させることにより立方晶の単結晶炭

化珪素を成長させる方法では，基板との格子不整合の割合が大きいこと等により多

くの欠陥を含む単結晶炭化珪素しか成長させることができず，高品質の単結晶炭化

珪素を得ることは容易でなかった（【０００３】）。 
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 これらの問題点を解決するために，種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレ

ーリー法が提案されており，種結晶を用いた昇華再結晶法を用いれば，結晶多形（ポ

リタイプ），形状，及び抵抗率を制御しながら，大型の単結晶炭化珪素を再現性良

く成長させることができる（【０００４】，【０００５】）。しかし，この方法で

単結晶炭化珪素を成長した場合でも，通常の温度条件（摂氏２２００～２４００度）

では６Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で形成されてしまい，高周波高耐圧電子デバ

イスに適した４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るのは困難であった（【０００６】）。 

イ 本件発明は，前記アの事情に鑑みてされたものであり，大型のウェハを切り

出せる，欠陥が少なく良質の４Ｈ型単結晶インゴットを再現性良く製造し得る単結

晶炭化珪素の製造方法を提供することを目的とする（【０００７】）。 

単結晶炭化珪素中の炭素／珪素元素比を増すと，結晶は４Ｈ多形をとることが知

られており，４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るには，この結晶中炭素／珪素元素比を増

加させればよいことになるが，昇華再結晶法で良質な結晶が成長する温度領域（摂

氏２２００～２４００度）において，この比を再現性良く制御することは極めて困

難であることから（【００１１】），本件発明は，炭素原子位置に不純物を導入す

ることにより，この炭素／珪素元素比を実効的に変化させ，成長温度等の成長条件

を大きく変化させることなく，結晶多形（ポリタイプ）を４Ｈ型に制御して，良質

の４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長を可能とするものであり（【００１２】），本件発

明の４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法は，炭化珪素からなる原材料を加

熱昇華させ，単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し，この種結晶上に単結晶炭

化珪素を成長する方法において，炭素原子位置に窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×

１０１９ｃｍ－３以下導入することを特徴とする（【０００８】）。 

ウ 本件発明によれば，炭素原子位置に導入された不純物は，結晶中の炭素／珪

素元素比を実効的に増加させ，４Ｈ型の結晶核発生を促進するため（【００１３】），

良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素を再現性良く成長させることができ，このような４Ｈ

型単結晶炭化珪素を成長用基板として用いることにより，電気的特性の優れた高耐
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圧・耐環境性電子デバイスを製作することができる（【００２３】）。 

(3) 単結晶炭化珪素について（甲３，乙７） 

単結晶炭化珪素（「炭化珪素単結晶」，「ＳｉＣ単結晶」等と呼ばれることもあ

る。）は，Ｓｉ（珪素，シリコン）原子とＣ（炭素）原子とからなり，両原子の比

が１：１である共有結合結晶であって，積層方向（ｃ軸方向）に対して多様な積層

構造をとる結晶多形（ポリタイプ）を示すことが知られている。 

単結晶炭化珪素の結晶多形（ポリタイプ）のうち，発生確率が高く，応用上重要

なものは，３Ｃ型，４Ｈ型，６Ｈ型，１５Ｒ型であり，４Ｈ型と６Ｈ型が六方晶系

に属する。 

六方晶系の単結晶炭化珪素では，積層方向（ｃ軸方向）に，表面がＳｉ原子で終

端されたＳｉ面（珪素面，シリコン面）と，表面がＣ原子で終端されたＣ面（炭素

面）の２種類の面が存在し，それぞれの面の性質が異なる（極性を有する）ことか

ら，Ｓｉ面とＣ面の２種類の面極性が存在する。 

２ 争点(1)（被控訴人方法は，本件発明の技術的範囲に属するか）について 

(1) 構成要件Ａの「種結晶」の充足性について 

ア 「種結晶」の意義 

 (ア) 特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，構成要件Ａの「種結晶」は，

昇華再結晶法により４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットを成長させるのに用いられる

ものである。 

しかし，特許請求の範囲の「種結晶を用いた昇華再結晶法により」との記載から

は，昇華再結晶法により４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットを成長させるために用い

られる「種結晶」が具体的にいかなるものであるか，すなわち，種結晶として用い

られる結晶の材料，ポリタイプ及び面極性が一義的に明らかであるとはいえない。 

 (イ) 本件明細書の記載 

 ａ そこで，本件明細書の記載を参酌すると，本件明細書には，本件発明が「単

結晶炭化珪素からなる種結晶」を用いるものであることが記載されている（【００
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０８】）。 

 また，本件明細書には，実施例に関し，「種結晶として，成長面方位が＜０００

１＞方向である六方晶系の炭化珪素からなる基板１を用意した。」と記載されてい

る（【００１９】）。ここで，六方晶系の炭化珪素は，６Ｈ型か４Ｈ型のいずれか

であり，それぞれに，Ｃ面（炭素面）及びＳｉ面（シリコン面）の面極性が存在す

るから，上記記載からは，本件発明における種結晶（基板）として，①６Ｈ型単結

晶炭化珪素のＣ面，②６Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面，③４Ｈ型単結晶炭化珪素の

Ｃ面，④４Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面が想定され得る。 

 ｂ ところで，本件発明は，前記１のとおり，種結晶を用いて昇華再結晶を行う

改良型のレーリー法で単結晶炭化珪素を成長した場合でも，通常の温度条件（摂氏

２２００～２４００度）では６Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で形成されてしまい，

高周波高耐圧電子デバイスに適した４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るのは困難であると

いう問題があったことから（【０００４】，【０００６】），かかる課題を解決す

る単結晶炭化珪素の製造方法を提供することを目的とするものである（【０００７】）。 

 そして，本件明細書には，従来から，炭化珪素においては結晶中の炭素／珪素元

素比を増すと，結晶は４Ｈ多形をとることが知られており，４Ｈ型単結晶炭化珪素

を得るには，この結晶中炭素／珪素元素比を増加させればよいことになるが，昇華

再結晶法で良質な結晶が成長する温度領域（摂氏２２００～２４００度）において，

この比を再現性良く制御することは極めて困難であって（【００１１】），原料昇

華蒸気中の炭素／珪素元素比増大だけでは，４Ｈ型炭化珪素を得ることはできず

（【００１４】），同じ成長条件下でも僅かな成長条件のゆらぎによって，６Ｈ型

と４Ｈ型の両方が発生してしまうという状況があったこと（【００１１】），本件

発明は，かかる状況に鑑み，直接に結晶中の炭素／珪素元素比を増加するという手

法を採用せずに，窒素が単結晶炭化珪素中で炭素原子位置を置換するという性質を

利用して（【０００４】，【００１３】），炭素原子位置に窒素を導入することに

より，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的に増加させるという手法を採用すること
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で，「成長温度等の成長条件を大きく変化させることなく，良質の４Ｈ型単結晶炭

化珪素の成長を可能とする」ものであること（【００１２】），炭素原子位置に５

×１０１８ｃｍ－３以上の窒素を導入することで，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的

に約０．０１％増加させ，４Ｈ型の結晶核発生を促進できること（【００１３】）

が記載されている。 

 本件明細書の上記記載に照らせば，本件発明は，種結晶を用いて昇華再結晶を行

う従来方法に対し，さらに，「炭素原子位置に窒素を所定範囲内の量導入する」と

いう技術的事項を新たに適用するものであると理解できる。 

 そうすると，本件発明は，種結晶を用いた昇華再結晶法において，上記技術的事

項以外の成長条件については，従来の４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長方法におけるも

のを前提としていると認められるから，「種結晶」の材料，ポリタイプ及び面極性

の選択についても，従来方法で，４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長に適するとして選択

されていたものを前提としているものと認められる。 

 ｃ 種結晶の選択に関する公知文献の記載内容 

 ⒜ 「ワイドギャップ半導体シリコンカーバイドのバルク単結晶成長」応用物理

６４巻７号６４２～６５２頁（平成７年７月１０日発行。乙７） 

 ＳｉＣ結晶成長において，Ｔａｉｒｏｖあるいは Ｚｉｅｇｌｅｒらが困難さを指

摘しているように，所望のポリタイプ種結晶を用いれば決まったポリタイプの単結

晶ができるとは限らない。（６４５頁右欄下から１８行～１５行） 

 筆者らは，ｎ型ドープのためにＮを添加することにより６Ｈ（０００１
－

）Ｃ面上

に４Ｈ型単結晶が成長する確率が高くなることを見出した。（６４６頁左欄１８行

～２０行） 

 一方，６Ｈ－ＳｉＣ（０００１）Ｓｉ面上の単結晶成長では条件を変えても４Ｈ

形単結晶の発生は見られなかった。種結晶のポリタイプによらず，（０００１）Ｓ

ｉ面上には６Ｈ－ＳｉＣの単結晶が，（０００１
－

）Ｃ面上には４Ｈ－ＳｉＣ単結晶

がそれぞれ成長するとの報告もある。（６４６頁左欄３１行～３５行） 
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 ⒝ 「単結晶４Ｈ－ＳｉＣ及び６Ｈ－ＳｉＣの制御昇華成長及びＸ線回折による

ポリタイプの特定」Ａｐｐｌｉｅｄ Ｐｈｙｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ ｖｏｌ．

５８(1)（平成３年１月発行。乙１０。なお，訳は，添付の訳文による。特に断らな

い限り，以下同じ。） 

 Ｃ（０００１
－

）面の６Ｈ－ＳｉＣ単結晶をシードとして用いた。（５６頁左欄２

２行～２３行） 

 Ｃ（０００１
－

）面の６Ｈ－ＳｉＣシードを用いて，４Ｈ及び６Ｈ単結晶のそれぞ

れにつき，８０％及び８５％もの製造歩留りが得られた。（５７頁右欄下から６～

４行） 

 ⒞ 特開平５－３２４９６号公報（乙１１） 

 【００２５】実施例３  

 口径約１２ｍｍの６Ｈ－ＳｉＣ単結晶基板を用い，…（０００１
－

）研磨面上に単

結晶成長を行い，…小型の４Ｈ－ＳｉＣ単結晶を得た。…次にこの小型の４Ｈ－Ｓ

ｉＣ単結晶を種結晶として用い，…単結晶成長を行ったところ，最大部で口径３０

ｍｍ，高さ１８ｍｍの大口径４Ｈ－ＳｉＣ単結晶インゴットが得られた。 

 ⒟ 特開平５－５１２９９号公報（乙１２） 

 【０００８】当然，４Ｈ形ＳｉＣを成長させるには，種結晶として４Ｈ形ＳｉＣ

を用いるのが好ましい。ところが，種結晶を製造するアチソン法では，…６Ｈ形の

ものは容易に得られるものの，４Ｈ形のものはほとんど得られない。 

 【０００９】従って，本発明は，比較的容易に得られる６Ｈ形ＳｉＣを種結晶と

し，安定して４Ｈ形ＳｉＣ単結晶が得られる方法を提供するものである。 

 ⒠ 特開平６－１８３８９７号公報（乙１３） 

 【００１２】黒鉛製ルツボ１の下蓋の台座にＣ軸方向を成長面とする４Ｈの多形

性をもつ種結晶４を載せ，…結晶成長を終了した。 

 【００１３】得られた炭化ケイ素単結晶は，…種結晶４と同じ多形性の４Ｈであ

り，種結晶４の結晶構造を継承していることが判った。Ｃ軸面を成長面とし，６Ｈ
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の多形性をもつ種結晶４を使用して，同様に炭化ケイ素単結晶を成長させた。この

場合にも，得られた炭化ケイ素単結晶は，種結晶と同じ６Ｈであり，種結晶４の結

晶構造を継承していた。 

 ⒡ 「昇華法による６Ｈ及び４Ｈ－ＳｉＣポリタイプの成長に対する表面エネル

ギーの影響」Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉ

ｎｇ（平成４年発行。乙１５） 

 所定の条件下におけるＳｉ[０００１]面における昇華成長では，種のポリタイプ

にかかわらず，常に６Ｈポリタイプが結晶化されることを示した。同様の条件下に

おいて，Ｃ[０００１]面では４Ｈポリタイプが結晶化された。（６９頁の「要約」

欄） 

 ６Ｈ型Ｃ面の種結晶からは，４Ｈ型のポリタイプの結晶が成長し，４Ｈ型Ｓｉ面

及び６Ｈ型Ｓｉ面の種結晶からは，いずれも６Ｈ型のポリタイプの結晶が成長した。

（７０頁「表１」） 

 成長の結果を表１に示した。成長温度は２２００～２４００℃であった。Ｃ[００

０１
－

]方向に成長させた場合，常に４Ｈ結晶が得られた。一方，Ｓｉ[０００１]方向

では６Ｈが得られた。この結果は種のポリタイプに依存するものではなかった。３

００回を超える成長実験において，一つの例外もなかった。（７０頁の「結果と考

察」欄） 

 ⒢ 「昇華法によるＳｉＣ単結晶の成長中での表面エネルギー効果によるポリタ

イプ形成の制御」Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｇｒｏｗｔｈ（平成５

年発行。乙１６） 

 ＳｉＣ単結晶は昇華プロセスにより成長させることができる。電子部品への応用

のために，一定の結晶多形の成長を制御することは重要である。所定の条件下にお

ける昇華成長において，種結晶のポリタイプにかかわらず，（００１）Ｓｉ面では

常に６Ｈポリタイプが結晶化することを示した。同様の条件下において，（００１
－

）

Ｃ面では４Ｈポリタイプが結晶化する。この理由はＳｉとＣ面の表面エネルギーの
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違いであると考えられている。（１枚目の冒頭部） 

 ６Ｈ型Ｃ面及び４Ｈ型Ｃ面の種結晶からは，いずれも４Ｈ型のポリタイプの結晶

が成長し，４Ｈ型Ｓｉ面及び６Ｈ型Ｓｉ面の種結晶からは，いずれも６Ｈ型のポリ

タイプの結晶が成長した。（７３頁「表１」） 

 成長パラメータとその結果を表１に示す。（００１）Ｓｉ面が上面で，結晶が[０

０１]軸方向に成長する場合，６Ｈポリタイプが常に成長する。[００１
－

]軸方向では

常に４Ｈポリタイプが成長する。このことは，種（６Ｈ，４Ｈ若しくは１５Ｒ）の

変更にかかわらず見出された。約４００回の成長実験を行い，本観察結果の例外は

観察されなかった。（７２頁～７３頁の「結果」欄） 

 ⒣ 「ＳｉＣ単結晶及び青色ＬＥＤへの応用」Ｐｒｏｇ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｇｒ

ｏｗｔｈ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔ（平成３年発行。乙１７） 

 ４Ｈ－ＳｉＣ単結晶は，（０００１）Ｃ－面の６Ｈ－ＳｉＣプレートをシードと

して用いることにより，容易に得ることができる。（１３４頁下から３行～１行） 

 ⒤ 上記の公知文献の記載によれば，本件特許の出願当時，六方晶系の単結晶炭

化珪素のうち，前記ａの①６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面及び③４Ｈ型単結晶炭化珪

素のＣ面を種結晶として用いるのが，４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長には好ましいこ

と，一方，②６Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面及び④４Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面

を種結晶として用いると，６Ｈ型単結晶炭化珪素が成長してしまい，４Ｈ型単結晶

炭化珪素は得難いことが，技術常識であったと認められる。 

 ｄ 本件発明は，前記ｂのとおり，「種結晶」の材料，ポリタイプ及び面極性の

選択については，従来方法で，４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長に適するとして選択さ

れていたものを前提としているものと認められるところ，前記ｃ⒤の技術常識に照

らせば，本件明細書の記載（【０００８】，【００１９】）から，本件発明は，種

結晶として，具体的には，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面及び４Ｈ型単結晶炭化珪素

のＣ面を用いることを想定していることが理解できる。 

 なお，本件明細書の【００１９】の記載からは，実施例で用いられた基板１が六
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方晶系の単結晶炭化珪素のうちのいずれであるかは特定されないが，本件特許の出

願の際に，特許法３０条１項の適用申請のあった乙７に，「筆者らは，ｎ型ドープ

のためにＮを添加することにより６Ｈ（０００１
－

）Ｃ面上に４Ｈ型単結晶が成長す

る確率が高くなることを見出した。」（６４６頁左欄１８行～２０行）との記載が

ある。 

 (ウ) 小括 

 以上によれば，本件発明において，「種結晶」（構成要件Ａ）は，６Ｈ型単結晶

炭化珪素のＣ面及び４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を意味するものと解される。 

 (エ) 被控訴人の主張について 

 ａ 被控訴人は，本件明細書の記載に基づき「種結晶」の解釈を行うとすれば，

もともと所望の４Ｈ型単結晶炭化珪素が高い確率で得られていた，４Ｈ型単結晶炭

化珪素のＣ面を種結晶とする構成では，本件発明の解決課題もポリタイプの制御と

いう技術的意義も生じないから，「種結晶」（構成要件Ａ）は，６Ｈ型単結晶炭化

珪素のＣ面のみを意味すると解さなければならない旨主張する。 

 しかし，乙１２に「４Ｈ形ＳｉＣを成長させるには，種結晶として４Ｈ形ＳｉＣ

を用いるのが好ましい。」（【０００８】）と記載されているように，４Ｈ型単結

晶炭化珪素を得るには，４Ｈ型を種結晶として用いるのが好ましいとされていたと

はいえ，本件明細書には，従来技術の問題点として，「同じ成長条件下でも僅かな

成長条件のゆらぎによって，６Ｈ型と４Ｈ型の両方が発生してしまっている」（【０

０１１】）ことが記載されている。また，乙７にも，「ＳｉＣ結晶成長において，

Ｔａｉｒｏｖあるいは Ｚｉｅｇｌｅｒらが困難さを指摘しているように，所望のポ

リタイプ種結晶を用いれば決まったポリタイプの単結晶ができるとは限らない。」

（６４５頁右欄下から１８行～１５行）と記載されていることからすれば，４Ｈ型

単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いさえすれば，成長条件に特段の配慮を要

することなく直ちに，４Ｈ型単結晶炭化珪素が確実に得られていたとまで認めるこ

とはできないから，本件発明の対象から，４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶と
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して用いる場合が除外されているとは解されない。 

 また，被控訴人は，乙７には，「ｎ型ドープのためにＮを添加することにより６

Ｈ（０００１
－

）Ｃ面上に４Ｈ形単結晶が成長する確率が高くなることを見出した。」

と記載されていることや，甲３には，種結晶として，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面

を用いた場合，成長結晶として４Ｈ型及び６Ｈ型のポリタイプが得られるが，４Ｈ

型に比して，６Ｈ型の発生率が高いことや，４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を用いた

場合，成長結晶として４Ｈ型の発生率が極めて高いことが記載されていることから，

本件発明が６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いた場合に，６Ｈ型単結

晶炭化珪素の発生確率が高くなる事態を回避することを解決課題としていたことが

明らかである旨主張する。 

 しかし，乙７の上記記載は，成長結晶として４Ｈ型よりも６Ｈ型の発生率が高い

とされている６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いた場合でも，窒素を

添加することにより，４Ｈ型の成長結晶を得られる確率が高くなることをいうにす

ぎず，４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いる場合について何ら言及す

るものではないから，かかる記載をもって，本件発明の対象から，４Ｈ型単結晶炭

化珪素のＣ面を種結晶として用いる場合が当然に除外されていると解することはで

きない。また，甲３の記載から，種結晶として４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を用い

た場合，成長結晶として４Ｈ型の発生率が極めて高いとはいえるが，前記のとおり，

４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いさえすれば，成長条件に特段の配

慮を要することなく直ちに，４Ｈ型単結晶炭化珪素が確実に得られていたとまで認

めることはできないから，かかる記載をもって，本件発明の対象から，４Ｈ型単結

晶炭化珪素のＣ面を種結晶として用いる場合が当然に除外されていると解すること

はできない。 

 ｂ 被控訴人は，本件特許の出願当時，４Ｈ型単結晶炭化珪素は，種結晶として

４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面又は６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を使用するほか，そ

れ以外のポリタイプ・成長面極性を使用しても得られていたのであって，４Ｈ型単
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結晶炭化珪素の成長には４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面か６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ

面を用いれば良いというような技術常識は存在していなかったし，仮に，このよう

な技術常識が存在したとしても，本件明細書は，ポリタイプの制御を目的として所

定量の窒素を導入すれば，あらゆる種結晶から４Ｈ型単結晶炭化珪素が得られるこ

とを開示していると理解されるから，構成要件Ａの「種結晶」が，４Ｈ型単結晶炭

化珪素のＣ面又は６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面のみを意味するとはいえない旨主張

する。 

 しかし，本件明細書には，実施例として，種結晶として，成長面方位が＜０００

１＞方向である六方晶系の炭化珪素を用いる例のみが記載されており（【００１９】），

六方晶系以外の他の結晶多形を用いることに関する記載はないから，本件明細書の

記載を参酌すれば，本件発明においては，種結晶として六方晶系を用いることが前

提とされているものと解されるところ，本件特許の出願当時，六方晶系の単結晶炭

化珪素のうち，６Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面又は４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を種

結晶として用いるのが，４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長には好ましいこと，一方，６

Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面又は４Ｈ型単結晶炭化珪素のＳｉ面を種結晶として用

いると，６Ｈ型単結晶炭化珪素が成長してしまい，４Ｈ型単結晶炭化珪素は得難い

ことが，技術常識であったと認められることは，前記(イ)ｃ⒤のとおりである。ま

た，本件発明は，「種結晶」の材料，ポリタイプ及び面極性の選択については，従

来方法で，４Ｈ型の単結晶炭化珪素の成長に適するとして選択されていたものを前

提としているものと認められることは，前記(イ)ｂのとおりである。 

 イ 被控訴人方法の充足性 

 別紙物件目録の製造方法Ａによれば，被控訴人方法は，●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

 前記アのとおり，本件発明において，「種結晶」(構成要件Ａ）は，６Ｈ型単結晶

炭化珪素のＣ面及び４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を意味するものと解されるところ，
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被控訴人方法は，上記のとおり，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●「種結晶」（構成要件Ａ）を充足する。 

 (2) 構成要件Ａの「昇華再結晶法」の充足性について 

 ア 「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）の意義 

 (ア) 特許請求の範囲（請求項１）は，「種結晶を用いた昇華再結晶法により」(構

成要件Ａ）と規定するのみであり，坩堝に充填する出発原料を特に規定又は限定す

る記載は存しない。 

 (イ) 本件明細書の記載 

 ａ 本件明細書に記載された実施例では，坩堝に充填する出発原料として炭化珪

素粉末が用いられている（【００１７】，【００１９】）。 

 本件明細書に記載された実施例からは，本件発明が，坩堝に充填する出発原料と

して炭化珪素粉末を用いる態様をその技術的範囲に含むものであることは明らかで

ある。 

 ところで，前記のとおり，本件発明に係る特許請求の範囲（請求項１）には，坩

堝に充填する出発原料を特に規定又は限定する記載は存しないから，本件発明の技

術的範囲は，実施例として開示された，坩堝に充填する出発原料として炭化珪素粉

末を用いる態様に限られるか否かについて検討する。 

 ｂ 本件発明は，前記(1)ア(イ)ｂのとおり，種結晶を用いて昇華再結晶を行う改

良型のレーリー法で単結晶炭化珪素を成長した場合でも，４Ｈ型単結晶炭化珪素を

得るのは困難であるという問題があったことから，窒素が単結晶炭化珪素中で炭素

原子位置を置換するという性質を利用して，炭素原子位置に窒素を導入することに

より，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的に増加させるという手法を採用すること

で，成長温度等の成長条件を大きく変化させることなく，良質の４Ｈ型単結晶炭化

珪素の成長を可能とするものであり，種結晶を用いて昇華再結晶を行う従来方法に

対し，さらに，「炭素原子位置に窒素を所定範囲内の量導入する」という技術的事

項を新たに適用するものであって，種結晶を用いた昇華再結晶法において，上記技
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術的事項以外の成長条件については，従来の４Ｈ型の単結晶炭化珪素の成長方法に

おけるものを前提としていると認められるものである。 

 ここで，本件明細書には，従来から単結晶炭化珪素の成長に用いられている方法

である「昇華再結晶法（レーリー法）」（【０００３】）や「種結晶を用いて昇華

再結晶を行う改良型のレーリー法」（【０００４】）に関する記載があるが，これ

らの方法で出発原料（坩堝に充填される出発原料）として用いられる物質に関する

記載はない。また，本件発明についても，「炭化珪素からなる原材料を加熱昇華さ

せ，単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し，この種結晶上に単結晶炭化珪素を

成長する方法」（【０００８】）であることが記載されているものの，坩堝に充填

される出発原料として用いられる物質に関する記載はないのであって，坩堝に充填

されるのが炭化珪素粉末であることが特定されているわけではない。 

 (ウ) 「昇華再結晶法」に関する文献等 

 ａ 書籍における説明内容等 

  ⒜ 松波弘之編著「半導体ＳｉＣ技術と応用」日刊工業新聞社（平成１５年３月

発行。甲３） 

 レーリー（Ｌｅｌｙ）法は，純度の良い結晶成長法として初めて試みられた昇華

再結晶法であって，グラファイトるつぼ内で原料のＳｉＣ粉末を昇華させ，低温部

に再結晶化させる方法である。（１５頁） 

 現在，大型の六方晶ＳｉＣ単結晶の成長に用いられている方法は，改良レーリー

法と呼ばれる種付き昇華再結晶法である。レーリー法では，成長速度が小さいのに

加え，成長初期の核生成過程が制御されていないことが大きな問題であった。そこ

で，この問題を解決するためにＴａｉｒｏｖらは，①温度勾配を設けた成長系内を

不活性ガスで満たすことにより原料の輸送過程を，さらに②種結晶を使うことによ

り，結晶成長の核生成過程を制御することを試みた。（１５頁～１６頁） 

 この方法の基本的プロセスは，準閉鎖空間内で，原料から昇華したシリコンと炭

素とからなる蒸気が，不活性ガス中を拡散で輸送されて，原料より温度の低く設定
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された種結晶上に過飽和となって凝結するというものである。（１６頁） 

 ⒝ 松波弘之・大谷昇・木本恒暢・中村孝編著「半導体ＳｉＣ技術と応用 第２

版」日刊工業新聞社（平成２３年９月発行。甲２５） 

 純度の高いＳｉＣ単結晶を初めて合成したのはＬｅｌｙであった。Ｌｅｌｙは，

黒鉛るつぼ内で原料となるＳｉＣ結晶粉末（アチソン法で作製したもの）を昇華さ

せ，低温部に再結晶化させることにより，純度の高いＳｉＣ単結晶を合成した。（２

５～２６頁） 

 ＳｉＣ単結晶が，再び大きく注目されるようになったのは，１９７０年代後半か

ら８０年代の前半に，当時のソ連のＴａｉｒｏｖらのグループより，種結晶を用い

た昇華再結晶法（改良レーリー法あるいは単に昇華法とも呼ばれる）が提案され，

大型のＳｉＣ単結晶製造への道が開かれてからのことである。…この方法の基本プ

ロセスは，準閉鎖空間内で，原料から昇華したＳｉとＣとから成る蒸気が，不活性

ガス中を拡散により輸送されて，原料より温度の低く設定された種結晶上に過飽和

となって凝結するというものである。したがって，結晶成長速度は，原料の温度と

系内の温度勾配，圧力によって決定される。現在市販されているＳｉＣ単結晶ウェ

ハのほとんどが，この昇華再結晶法により製造されている。（２６頁） 

 ＳｉＣは，大気圧下では２７００℃超の高温で，固体ＳｉＣ（固相）から，融液(液

相）を経由せずに，熱分解して昇華ガス（気相）に直接相転移するという性質があ

る。昇華と呼ばれる現象であり，このため本現象を応用する単結晶成長法は改良レ

ーリー法，あるいは，種結晶を用いる昇華再結晶法と呼ばれている。（３４頁） 

 ｂ 本件特許の出願当時における公知文献の記載内容 

 本件特許の出願当時，坩堝に充填する材料が炭化珪素固体であることを明記する

公知文献が存在するが（甲１１，甲４０の４・６，乙３，５，１２，１３，１５，

１６），以下のとおり，坩堝に充填する材料が炭化珪素固体に限られないことを明

記する文献も存在する。 

 ⒜ 特公昭５１－８４００号公報（甲１４。出願人：科学技術庁無機材質研究所） 
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 従来，炭化けい素単結晶の高純度で大型のものは，レリー法により合成されてい

た。この方法は，通常，…黒鉛るつぼの内周に，高純度の炭化けい素原料，または

高純度のシリコンと黒鉛を用い，化学量論比が炭化けい素とほぼ同じにした混合物

を置き，るつぼの中央部附近を２，５００℃程度に加熱して反応昇華させ，５ｍｍ

程度の径を有するａ形の板状単結晶を得るものである。（１頁２欄１３行～２１行） 

 ⒝ 特開平６－３１６４９９号公報（甲４０の５） 

 【０００１】本発明は昇華再結晶法を用いた六方晶の炭化珪素単結晶を成長させ

る方法に関する。 

 【０００６】炭化珪素粉末と種結晶を用いて昇華再結晶法を行う改良型レーリー

法が提案されている… 

 【００１２】本発明によれば，高純度の原料が入手可能な珪素と炭素を出発原料

とし，珪素と炭素を反応させて炭化珪素を形成し，該炭化珪素を昇華し種結晶上に

炭化珪素を成長させることにより，不純物に起因する欠陥を防止し，結晶性に優れ

た良質の炭化珪素単結晶を再現性良く成長できる。 

 【００１６】図１（ａ）の製造装置を用いて結晶成長を行うが，結晶成長は，種

結晶として用いた炭化珪素単結晶基板１の上に，原料である珪素と炭素を反応させ

て炭化珪素２を形成し，炭化珪素２を昇華再結晶させることにより行われる。…図

１（ｂ）または図１（ｃ）に示すように原料の珪素と炭素は黒鉛製坩堝３の内部に

充填されている。… 

 【００１９】まず，種結晶として…炭化珪素単結晶からなる基板１を用意した。

そして，この基板１を黒鉛製坩堝蓋４の内面に取り付けた。また，黒鉛製坩堝３の

内部には，原料として高純度の珪素２ａ及び炭素粉末２ｂを充填した。珪素２ａと

しては，粒状で２～５ｍｍ破砕状で純度が５Ｎもの（原文ママ），炭素粉末２ｂと

しては粒度が１０μｍで純度が４Ｎのものを用いた。…雰囲気ガスとしてアルゴン

ガス（Ａｒ）を…流した。…次に…珪素２ａと炭素粉末２ｂの温度が１７００℃…

珪素２ａと炭素粉末２ｂの原料と種結晶１との温度差が無くなるようにした。この
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状態で２時間保持することで珪素と炭素が反応して炭化珪素２が形成される。続い

て，…種結晶の温度を２１５０℃…炭化珪素２の温度を２２００℃に設定する。次

に…減圧した。この減圧は大気圧から～３０Ｔｏｒｒまで２０分間かけて徐々に行

い，３０Ｔｏｒｒの真空度で保持した。この状態で５時間保持することにより，約

５ｍｍの厚さの炭化珪素単結晶が成長した。 

 【００２０】このようにして得られた炭化珪素単結晶をＸ線回折法，ラマン分光

法により分析したところ，六方晶の炭化珪素単結晶が成長していることがわかった。

成長した結晶は種結晶上より成長最表面まで均一で欠陥も少なく（１０2ｃｍ-2 以

下），高品質の６Ｈ形炭化珪素単結晶である。 

 【００２１】使用する珪素原料として本実施例では２～５ｍｍの粒状を用いたが，

他の粒径の物を用いてもよい。しかし，あまり粒径が小さいと坩堝内に充填する量

が少なくなり，成長した炭化珪素単結晶が小さくなる。また，炭素粉末として１０

μｍの物を用いたが，１０μｍ 以上の炭素粉末を用いると炭素粉末の表面のみが珪

素と反応し十分な炭化珪素原料が形成できない。また，炭素粉末の粒径が極端に小

さいと坩堝内に充填する量が少なくなり，成長した炭化珪素単結晶が小さくなり実

用的でない。 

 【００２４】次に，図１（ａ）及び図１（ｃ）に基づき，第２の実施例について

説明する。まず，原料となる高純度の珪素２ａと黒鉛ブロック２ｃを充填した。珪

素２ａとしては，ＪＩＳ粒度が＃３００，黒鉛ブロック２ｃとしてはかさ密度が０．

５の多孔質黒鉛を用いた。これらの原料を充填した黒鉛製坩堝３を，種結晶を取り

付けていない黒鉛製坩堝蓋４で閉じ…設置した。…雰囲気ガスとしてＡｒガスを…

流した。…炭化珪素粉末（原文ママ）の温度が１８００℃になるように調節し，３

６０分保持した。この処理により珪素と多孔質黒鉛が反応して炭化珪素２が形成さ

れる。その後，種結晶として，成長面方位が（０００１）方向である六方晶型の４

Ｈ型炭化珪素単結晶からなる基板１を…黒鉛製坩堝蓋４の内面に取り付けた。 

 【００２５】次に…雰囲気ガスとしてアルゴンガス（Ａｒ），ｎ型不純物添加用
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の窒素ガス（Ｍ２）（判決注：「Ｎ２」の誤記）を…流した。…基板１の温度が２２

００℃，炭化珪素２（ｂ）の温度が２３００℃になるように調節した。続いて…減

圧した。この減圧は大気圧から１０Ｔｏｒｒまで６０分間かけて徐々に行い，１０

Ｔｏｒｒの真空度で６時間（判決注：「８時間」の誤記）保持した。この状態で８

時間保持することにより，約８ｍｍの厚さの炭化珪素単結晶が成長した。 

 ｃ 以上の文献等の記載からは，本件特許の出願当時，種結晶を用いた昇華再結

晶法においては，坩堝に充填する出発原料として炭化珪素固体（粉末）を用いるの

が一般的態様であったと認められるが，出発原料として珪素と炭素を用い，この両

者を反応させて結晶状態の炭化珪素を形成し，この炭化珪素を昇華させることで種

結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様も存したことが認められる。すなわち，甲

４０の５の前記記載によれば，種結晶を用いた昇華再結晶法では，原料として炭化

珪素粉末を用いる方法（【０００６】）の他に，同じ昇華再結晶法（【０００１】）

として，珪素と炭素を出発原料とし，珪素と炭素を反応させて炭化珪素を形成し，

この炭化珪素を昇華し種結晶上に炭化珪素を成長させる方法についても該当するも

のとされており（【００１２】，【００１６】），出発原料（黒鉛製坩堝に充填す

る材料）となる珪素と炭素の具体例として，第１の実施例には，粒状の珪素２ａ及

び炭素粉末２ｂを用いる例（【００１９】），第２の実施例には，粒状の珪素２ａ

及び黒鉛ブロック２ｃを用いる例（【００２４】）が，それぞれ記載されている。

そして，前者では，珪素２ａと炭素粉末２ｂを大気圧下，温度１７００℃で２時間

保持することで（【００１９】），後者では，珪素２ａと黒鉛ブロック２ｃを大気

圧下，温度１８００℃で３６０分（６時間）保持することで（【００２４】），両

者が反応して炭化珪素２が形成されることが記載されている。さらに，「結晶成長

は，種結晶として用いた炭化珪素単結晶基板１の上に，原料である珪素と炭素を反

応させて炭化珪素２を形成し，炭化珪素２を昇華再結晶させることにより行われる」

（【００１６】）という記載から，ここでいう昇華再結晶法では，原料の珪素と炭

素が反応して形成された炭化珪素２は結晶状態にあり，この結晶状態にある炭化珪
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素２が昇華して，炭化珪素単結晶基板１上に，再度，結晶の状態で形成されている

ものと認められる。 

 また，レーリー法では，既に昭和５１年頃から，通常，黒鉛るつぼの内周に，高

純度の炭化珪素原料，又は高純度のシリコン（珪素）と黒鉛（炭素）を用いて，化

学量論比が炭化珪素とほぼ同じにした混合物を置くものと認識されていたことが認

められる（甲１４）。 

 そして，半導体炭化珪素技術に関する書籍（甲３，２５）では，種結晶を用いた

昇華再結晶法（改良レーリー法あるいは単に昇華法とも呼ばれる。）の基本プロセ

スは，準閉鎖空間内で，原料から昇華した珪素と炭素とから成る蒸気が，不活性ガ

ス中を拡散により輸送されて，原料より温度の低く設定された種結晶上に過飽和と

なって凝結するというものであると説明されていることに照らせば，坩堝に充填す

る出発原料の点では，種結晶を用いた昇華再結晶法とレーリー法との間に基本的な

相違はなく，坩堝に充填する原料に関する当業者の上記認識は，種結晶を用いた昇

華再結晶法においても妥当していたと考えられる。 

 そうすると，坩堝に充填する出発原料として，炭化珪素固体（粉末）を用いる場

合のみならず，珪素と炭素を用いる場合についても，「種結晶を用いた昇華再結晶

法」に含めて理解されていたものと認められる。 

 (エ) 小括 

 以上によれば，特許請求の範囲（請求項１）には，坩堝に充填する出発原料を特

に規定又は限定する記載は存しないにもかかわらず，「種結晶を用いた昇華再結晶

法」（構成要件Ａ）を，実施例として開示された，坩堝に充填する出発原料として

炭化珪素粉末を用いる態様のみに限定して解釈すべきであるとはいえない。 

 したがって，「昇華再結晶法」（構成要件Ａ）には，出発原料（坩堝に充填する

材料）として炭化珪素固体（粉末）を用いる態様のみならず，出発原料として珪素

と炭素を用い，この両者を反応させて結晶状態の炭化珪素を形成し，この炭化珪素

を昇華させることで種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様も含まれるものと解
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される。 

 なお，坩堝に充填する出発原料として，珪素と炭素を用いる態様は，結晶状態の

炭化珪素が昇華して種結晶上に再度，結晶として成長する「再結晶化」の過程を含

むのであるから，この点においても，「昇華再結晶法」の文言に何ら矛盾するもの

ではない。 

 (オ) 被控訴人の主張について 

 ａ 被控訴人は，甲４０の５の【００２２】に記載されているとおり，炭素粉末

と珪素粉末（シリコン粉末）を２０００℃以上に加熱すれば必然的に炭化珪素結晶

が生成されるというものではなく，坩堝に充填する出発原料として，炭素と珪素を

使用する場合と炭化珪素結晶を使用する場合とでは，結晶多形（ポリタイプ）制御

という観点から，明確な差異が存する旨主張する。 

 甲４０の５には，第１の実施例（粒状の珪素２ａ及び炭素粉末２ｂを用いる例）

に関し，「珪素と炭素を反応させるのに１７００℃，大気圧の条件を用いたが，１

１５０～１８００℃，大気圧の条件が用いられる。１１５０℃以下では珪素と炭素

との反応は起こらず，１８００℃以上又は圧力が２００Ｔｏｒｒ以下の条件では反

応して形成した炭化珪素の昇華が同時に起こり結晶多形の制御ができない。」（【０

０２２】）との記載があるが，この記載は，珪素と炭素を反応させて炭化珪素を形

成する段階で，温度を１８００℃以上又は圧力を２００Ｔｏｒｒ以下にしてしまう

と，珪素と炭素の全てが反応して炭化珪素となる前に，既に部分的に形成された炭

化珪素の昇華が始まってしまうため，結晶多形の制御ができないことになって不都

合が生じる旨を述べたものと解される。したがって，上記記載を根拠に，種結晶を

用いた昇華再結晶法において，出発原料として珪素と炭素を用い，両者を反応させ

て炭化珪素結晶を形成し，この炭化珪素結晶を昇華させることで，種結晶上に単結

晶炭化珪素を形成する態様が排除されているものと解することはできない。 

 ｂ 被控訴人は，甲４０の５の【００２２】に記載されているとおり，炭素粉末

とシリコン粉末を原料として用いた場合には，単に温度を上昇させるだけでは「結
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晶多形の制御」ができないところ，本件明細書には，これらを原料とした場合にお

ける４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長させるための条件が全く記載されておらず，炭素

粉末の粒径に関する記載もないから，本件発明の「昇華再結晶法」が炭素粉末とシ

リコン粉末を原料とする場合を含むものでないことは明らかである旨主張する。 

 甲４０の５の【００２２】の記載は，前記ａのとおり，珪素と炭素を反応させて

炭化珪素を形成する段階で，温度を１８００℃以上又は圧力を２００Ｔｏｒｒ以下

にしてしまうと，珪素と炭素の全てが反応して炭化珪素となる前に，既に部分的に

形成された炭化珪素の昇華が始まってしまうため，結晶多形の制御ができないこと

になって不都合が生じる旨を述べたものと解される。 

 ところで，一定の条件に至るまでの間に炭化珪素の昇華が始まるのを避けるため

に，坩堝内の温度や圧力を適宜調節する必要があることは当業者の技術常識である

といえるから（甲３の１９頁，本件明細書の【００２０】，【００２１】，甲４０

の５の【００１９】），坩堝内の温度や圧力といった成長条件を調節し，珪素と炭

素の全てが反応して炭化珪素となる前に，既に部分的に形成された炭化珪素の昇華

が始まるのを避けることは，当業者が適宜になし得ることであると認められる。 

 したがって，本件明細書に炭素粉末とシリコン粉末を坩堝に充填する出発原料と

する場合の成長条件が記載されていないからといって，このことを根拠に，種結晶

を用いた昇華再結晶法において，出発原料として珪素と炭素を用い，両者を反応さ

せて炭化珪素結晶を形成し，この炭化珪素結晶を昇華させることで，種結晶上に単

結晶炭化珪素を形成する態様が排除されているものと解することはできない。 

 また，種結晶を用いた昇華再結晶法で炭素粉末とシリコン粉末を原料として用い

た場合に，両者ができる限り多く反応して，炭化珪素粉末結晶が十分に得られるよ

うに粒径等の条件を選択することも，当業者であれば当然に考慮することであると

いえる（甲４０の５の【００２１】）。そして，炭化珪素粉末結晶が十分に得られ

るように，珪素原料の粒径や炭素粉末の粒度を適切に選択し，例えば，甲４０の５

に記載されているように，大気圧（７６０Ｔｏｒｒ）程度の圧力下で昇華を抑えつ
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つ加熱反応させて炭化珪素が形成できれば（【００１９】，【００２２】，【００

２５】），その後の温度や圧力の制御は，本件明細書にあるように，雰囲気ガスを

Ａｒガスに所定量の窒素ガスを含んだ混合ガスとし，原料温度が目標温度に達する

までは圧力を約６００Ｔｏｒｒ程度に保ち（【００２０】），原料温度が目標温度

に達した後は，圧力を成長圧力である２０Ｔｏｒｒまで減圧して成長を開始すれば

（【００２１】），４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長できるものと認められる。 

 したがって，本件明細書に炭素粉末とシリコン粉末を坩堝に充填する出発原料と

する場合の炭素粉末やシリコン粉末の粒径について記載されていないからといって，

このことを根拠に，種結晶を用いた昇華再結晶法において，出発原料として珪素と

炭素を用い，両者を反応させて炭化珪素結晶を形成し，この炭化珪素結晶を昇華さ

せることで，種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様が排除されているものと解

することはできない。 

 イ 被控訴人方法の充足性 

 (ア) 別紙物件目録の製造方法Ａのとおり，被控訴人方法は，●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●を用いるものである。 

 (イ) 被控訴人方法における温度プロフィールが開示された乙４５によれば，被

控訴人方法における昇温工程について，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●● 

 そうすると，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

 (ウ) 控訴人が提出した甲４４は，化学量論比（珪素と炭素の原子数比が１：１）
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で珪素と炭素が混合された混合粉を，昇温速度２００℃／時間，到達温度１２００℃，

１４００℃，及び１６００℃の条件で加熱処理を行った場合のＳｉＣ転換率を実験

的に調べたものであり，甲５１は，同様に調製された混合粉に対して，昇温速度３

００℃／時間，及び４００℃／時間，到達温度１８００℃の条件で加熱処理を行っ

た場合のＳｉＣ（炭化珪素）転換率を実験的に調べたものである。 

 このうち，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●その後，実験炉の最大能力の降温

速度で降温をしている。この条件で形成された物質をＸ線回折で測定したところ，

珪素及び炭素に起因するピークは検出されず，炭化珪素に起因するピークのみが検

出されたことから，ＳｉＣ（炭化珪素）転換率は１００％であると推察されている。 

 (エ) そこで，乙４５に記載の温度プロフィールと，●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 一方，乙４５では，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●甲５１では，●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 そうすると，乙４５の温度プロフィールでは，●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●甲５１の実験結果においても，全ての珪素と炭素が反応して

炭化珪素になっていることが実験的に確認されている●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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 しかも，珪素は融点１４１０℃，沸点２３６０℃である一方，炭素（グラファイ

ト）は昇華温度が３３７０℃であることに照らすと（甲５０），被控訴人方法にお

ける●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●そうすると，結晶成長時に種結晶に供給される炭素

は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

供給されたものと推認できる。 

 もっとも，被控訴人方法では，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●甲５１の上記実験結果

に照らせば，乙４５の温度プロフィールによる●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●当業者にとって明らかなこ

とである。そして，坩堝の温度が１８００℃に達した後，さらに４００℃／時間の

昇温速度で２１００℃まで昇温した際に，いずれか一方の元素が坩堝内に残ってい

たとしても，形成された炭化珪素が昇華することに変わりはない。 

 また，甲５１の実験結果では，Ｘ線回折により，炭化珪素の明確なピークが観察

されることから，得られた炭化珪素が結晶状態にあることは当業者にとって技術的

に明らかなことであり，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●当業者にとって明らかなこと

である。 

 (オ) 以上によれば，被控訴人方法では，乙４５の温度プロフィールによる昇温

を経た●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●被控訴人方法は，本件発明の「昇華再結晶法」（構
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成要件Ａ）を充足する。 

 (3) 構成要件Ｃの「炭素原子位置」の充足性について 

 ア 「炭素原子位置」の意義について 

 (ア) 本件明細書の記載 

 本件明細書には，窒素の導入と炭素原子位置の置換に関し，以下の記載がある。 

 【０００４】…結晶の抵抗率は，不活性ガスからなる雰囲気中に不純物ガスを添

加する，あるいは炭化珪素原料粉末中に不純物元素あるいはその化合物を混合する

ことにより，制御可能である。単結晶炭化珪素中の置換型不純物として代表的なも

のに，窒素（Ｎ型），ホウ素，アルミニウム（Ｐ型）がある。この内，窒素は単結

晶炭化珪素中で炭素原子位置を，ホウ素，アルミニウムは珪素原子位置を置換する。 

 【００１３】炭素原子位置に導入された５×１０１８ｃｍ－３以上の不純物は，結晶

中の炭素／珪素元素比を実効的に約０．０１％増加させ，４Ｈ型の結晶核発生を促

進する。また，炭素原子位置に入る不純物としては，窒素が最も望ましい。これは，

窒素が元素周期律表上で炭素の隣に位置し，炭素原子位置に導入された際に，炭素

原子と最も類似した化学的特性を示すためである。 

 【００２２】こうして得られた単結晶炭化珪素を二次イオン質量分析法により調

べたところ，結晶中に窒素が８×１０１８ｃｍ－３含有されていることが分かった。ま

た，ホール測定，容量－電圧特性等の電気測定より窒素原子はすべて炭素原子位置

に導入されていることを確認した。得られた結晶をＸ線回折及びラマン散乱により

分析したところ，４Ｈ型の単結晶炭化珪素が成長していることを確認できた。成長

した結晶は種結晶上より成長最表面まで均一で，高品質の４Ｈ型単結晶炭化珪素で

あった。 

 (イ) 窒素の導入と炭素原子位置の置換に関する公知文献の記載内容 

 本件特許の出願当時における公知文献の内容は，以下のとおりである。 

 ａ 「電子スピン共鳴法を用いた炭化珪素の研究」ＰＨＹＳＩＣＡＬ ＲＥＶＩ

ＥＷ ＶＯＬＵＭＥ １２４．ＮＵＭＢＥＲ ４（昭和３６年発行。甲１７） 
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 電子スピン共鳴法を用いた研究を，６Ｈ型炭化珪素に不純物として導入された硼

素と窒素について行った。両不純物は炭素元素を置換し，３つの非等価な炭素元素

の位置を等確率に占めると，結論づけられた。（１０８３頁前文） 

 ｂ 「電子及び核スピン共鳴法によるｎ－タイプ炭化珪素の研究」Ｊ．Ｐｈｙｓ． 

Ｃｈｅｍ．Ｓｏｌｉｄｓ Ｐｅｒｇａｍｏｎ Ｐｒｅｓｓ １９６３．ｖｏｌ．２

４（昭和３８年発行。甲１８） 

 極低温においてｎ－タイプ炭化珪素を測定した電子核二重共鳴法（ＥＮＤＯＲ）

に関する何件かの実験について報告する。…２９Ｓｉと１３Ｃのスピン－格子緩和時間

をそれぞれ比較することによって，ドナー不純物は炭素位置を置換すると結論づけ

られる。（１２２３頁前文） 

 ｃ 「炭化珪素中の不純物と構造欠陥のＥＳＲによる同定」（平成６年１月。甲

１９） 

 明らかに，ＳｉＣのすべての結晶多形において最も重要な不純物は窒素であり，

もっぱら（ｐｒｉｍａｒｉｌｙ）炭素に置換し浅いドナーとして機能すると見られ

る。（４２頁） 

 ｄ 「炭化珪素中の不純物のエネルギー準位」（平成５年８月。甲１９） 

 ＳｉＣの不純物原子は珪素か炭素の格子位置に置換する。窒素はリンのような他

のドナー不純物と同様，炭素位置に置換する…結晶多形が異なれば不純物原子のエ

ネルギー準位も異なるが，炭化珪素の結晶多形はこれら不純物が占める位置の選択

には影響しない。（８７頁～８８頁） 

 窒素やリンのようなドナーは，ＳｉＣの炭素位置を占めるが，アクセプターであ

るアルミニウムは珪素の格子位置を占め，硼素はどちらの位置にも置換することが

できる。(９０頁） 

 (ウ) 本件明細書の前記(ア)の記載に加え，前記(イ)の公知文献（甲１７～１９）

の記載を参酌すれば，本件特許の出願当時，単結晶炭化珪素に導入された窒素が炭

素原子位置と置換することは，技術常識であったものと認められる。また，単結晶
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炭化珪素に導入された窒素が炭素原子位置と置換することは，本件特許の出願日後

に公知となった文献（甲８，１２，２０，２７，２８）からも明らかである。 

 そして，本件明細書において炭素原子位置に入る不純物として窒素が望ましいと

される理由は，炭化珪素の結晶多形や導入する窒素量に依存するものではなく（【０

０１３】），炭化珪素の結晶多形は窒素が占める位置の選択には影響しないこと（甲

１９）からすれば，上記技術常識は４Ｈ型単結晶炭化珪素に対してもそのまま妥当

する。 

 イ 被控訴人方法の充足性 

 被控訴人方法は，別紙物件目録の製造方法Ｃのとおり，４インチウエハに用いら

れる４Ｈ型単結晶炭化珪素の抵抗率が０．０１５Ω-ｃｍから０．０２５Ω-ｃｍ，

３インチウエハに用いられる４Ｈ型単結晶炭化珪素の抵抗率が０．０１０Ω-ｃｍか

ら０．０２８Ω-ｃｍとなるよう，窒素を含む雰囲気ガス中で４Ｈ型単結晶炭化珪素

に窒素を導入するものである。 

 前記アによれば，被控訴人方法は，窒素を４Ｈ型単結晶炭化珪素の炭素原子位置

に導入するものであると認められるから，構成要件Ｃの「炭素原子位置」を充足す

る。 

 ウ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，被控訴人製品の製造メーカーであるダウコーニング社は，４Ｈ型単

結晶炭化珪素を得るために窒素を導入しているのではなく，単に，本件明細書に従

来の目的として記載されている，所望の電気的特性を得るために窒素を導入してい

るにすぎないから，被控訴人方法は，本件発明の「炭素原子位置」（構成要件Ｃ）

を充足しない旨主張する。 

 しかし，本件発明に係る特許請求の範囲（請求項１）は，炭素原子位置への窒素

導入の目的を構成要件として規定するものではなく，被控訴人方法が本件発明の構

成要件Ｃを充足するものであるか否かが，窒素の導入目的いかんによって左右され

るものではない。 
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 (4) 構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

の充足性について 

 ア 「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」について 

 特許請求の範囲には，「炭素原子位置に窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１

９ｃｍ－３以下導入する」と記載され，本件明細書には，「本発明の製造方法では，

炭素原子位置に不純物を導入することにより，結晶多形を４Ｈ型に制御しようとす

るものである。…結晶中の炭素／珪素元素比を増すと，結晶は４Ｈ多形をとること

が知られている。したがって，４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るには，この結晶中炭素

／珪素元素比を増加させればよいことになる…」（【００１１】），「本発明では，

炭素原子位置に不純物を導入することにより，この炭素／珪素元素比を実効的に変

化させようというものである。炭素原子位置に導入された不純物は，結晶中の炭素

／珪素元素比を実効的に増加させ，成長温度等の成長条件を大きく変化させること

なく，良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長を可能とする。この際，炭素原子位置に

不純物を５×１０１８ｃｍ－３以上，より好ましくは５×１０１９ｃｍ－３以上導入する

必要がある。」（【００１２】），「炭素原子位置に導入された５×１０１８ｃｍ－３

以上の不純物は，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的に約０．０１％増加させ，４

Ｈ型の結晶核発生を促進する。また，炭素原子位置に入る不純物としては，窒素が

最も望ましい。これは，窒素が元素周期律表上で炭素の隣に位置し，炭素原子位置

に導入された際に，炭素原子と最も類似した化学的特性を示すためである。」（【０

０１３】）との記載がある。 

 以上によれば，構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３

以下導入」は，単結晶炭化珪素中の炭素原子位置に，５×１０１８ｃｍ－３以上５×１

０１９ｃｍ－３以下の濃度範囲の窒素を導入することを意味するものと解される。 

 イ 被控訴人方法の充足性 

 (ア) 別紙物件目録の製造方法Ｃによれば，被控訴人方法は，４インチウエハに

用いられる４Ｈ型単結晶炭化珪素の抵抗率が０．０１５Ω-ｃｍから０．０２５Ω-
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ｃｍ，３インチウエハに用いられる４Ｈ型単結晶炭化珪素の抵抗率が０．０１０Ω-

ｃｍから０．０２８Ω-ｃｍとなるように，窒素を含む雰囲気ガス中で４Ｈ型単結晶

炭化珪素に窒素を導入するものである。 

 (イ) 窒素含有量と抵抗率には相関関係があるところ，被控訴人方法における上

記抵抗率を，４Ｈ型単結晶炭化珪素における窒素添加濃度と抵抗率の関係に関する

甲６の表１及び甲７の図６（引用例１の図４と同一）に記載された内容に基づき，

対応する窒素濃度に換算すると，抵抗率が０．０２８Ω-ｃｍ（３インチウエハに用

いられる４Ｈ型単結晶炭化珪素の上限値）に対応する窒素濃度は，約６．１７×１

０１８ｃｍ－３であり，０．０１０Ω-ｃｍ（同下限値）に対応する窒素濃度は，約３．

０×１０１９ｃｍ－３であると認められる。また，抵抗率が０．０２５Ω-ｃｍ（４イ

ンチウエハに用いられる４Ｈ型単結晶炭化珪素の上限値）に対応する窒素濃度は，

約７．０×１０１８ｃｍ－３であり，０．０１５Ω-ｃｍ（同下限値）に対応する窒素

濃度は，約１．２×１０１９ｃｍ－３であると認められる。 

 したがって，被控訴人方法において，４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長させる際の窒

素の導入量は，３インチウエハでは，およそ「６．１７×１０１８ｃｍ－３以上３．０

×１０１９ｃｍ－３以下」の範囲であると認められ，４インチウエハでは，およそ「７．

０×１０１８ｃｍ－３以上１．２×１０１９ｃｍ－３以下」の範囲内であり，本件発明の

構成要件Ｃにおける窒素導入量である「５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３

以下」に該当する。 

 (ウ) 以上によれば，被控訴人方法は，４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長させる際に，

窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入するものであると認めら

れ，前記(3)のとおり，導入された窒素は，４Ｈ型単結晶炭化珪素の炭素原子位置に

導入されるものであるから，構成要件Ｃの「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０

１９ｃｍ－３以下導入」を充足する。 

 ウ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，単結晶炭化珪素に取り込まれた「全て」の窒素が炭素原子位置に導
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入されるという技術常識は存在せず，単結晶炭化珪素に取り込まれた窒素の「全て」

ではなく，「ほぼ全て」が炭素原子位置に導入されるにすぎないから，被控訴人製

品の炭素原子位置に導入された窒素量が「５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－

３以下」（構成要件Ｃ）の範囲内にあることは立証されていない旨主張する。 

 しかし，導入された窒素のうちに，クラック等の結晶欠陥や格子間，あるいは，

珪素原子位置に導入されるものがあるとしても，前記(3)ア(イ)に挙げた文献の記載

内容からすれば，その量はごくわずかな量にすぎないものと考えられる。したがっ

て，被控訴人方法において，４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長させる際の窒素の導入量

が，本件発明の構成要件Ｃにおける窒素導入量である「５×１０１８ｃｍ－３以上５×

１０１９ｃｍ－３以下」に該当する事実は左右されない。 

 また，そもそも，種結晶上に成長する単結晶が完全な単結晶であるわけではない

以上（弁論の全趣旨），「炭素原子位置に窒素を…導入する」という記載が実質的

に全ての窒素を炭素原子位置に導入することを意味することは，当業者にとって明

らかであるといえる。したがって，単結晶炭化珪素に取り込まれた「全て」の窒素

が炭素原子位置に導入されるという技術常識は存在しないなどとして，「全て」か

「ほぼ全て」かを殊更に問題とする被控訴人の上記主張は妥当でない。 

 (5) 小括 

以上のとおり，被控訴人方法は，構成要件Ａ及びＣを充足する。そして，構成要

件Ｂ及びＤを充足することは当事者間に争いがないから，被控訴人方法は，本件発

明の技術的範囲に属する。 

３ 争点⑵（本件発明は特許無効審判により無効にされるべきものか）について 

 (1) 無効理由１（「炭素原子位置」に係る実施可能要件及び明確性要件違反）に

ついて 

 ア 本件明細書の記載 

 本件明細書【００２２】には，炭素原子位置に導入された窒素原子の測定に関し，

以下の記載がある。 



- 74 - 

 こうして得られた単結晶炭化珪素を二次イオン質量分析法により調べたところ，

結晶中に窒素が８×１０１８ｃｍ－３含有されていることが分かった。また，ホール測

定，容量－電圧特性等の電気測定より窒素原子はすべて炭素原子位置に導入されて

いることを確認した。得られた結晶をＸ線回折及びラマン散乱により分析したとこ

ろ，４Ｈ型の単結晶炭化珪素が成長していることを確認できた。成長した結晶は種

結晶上より成長最表面まで均一で，高品質の４Ｈ型単結晶炭化珪素であった。 

 イ 窒素量の測定について  

 本件明細書の【００２２】に記載された二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）によっ

て，単結晶炭化珪素中の全窒素導入量を測定することができるものと認められる（こ

の点については，被控訴人も控訴人の主張を特に争うものではない。弁論の全趣旨）。 

 そして，前記２(3)アのとおり，本件特許の出願当時，単結晶炭化珪素に導入され

た窒素が炭素原子位置と置換することは，技術常識であったものと認められる。ま

た，本件明細書（【００１３】）や甲１９の記載からすれば，当業者は，上記技術

常識は４Ｈ型単結晶炭化珪素に対してもそのまま妥当すると理解するものと認めら

れる。 

 そうすると，当業者は，本件明細書の【００２２】の記載から，窒素は，単結晶

炭化珪素中の炭素原子位置と置換するものであるから，窒素の活性化率を考慮しな

くても，二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）によって測定した窒素の濃度が，単結

晶炭化珪素中の炭素位置と置換した窒素の濃度を意味することを，容易に理解でき

るということができる。 

 ウ 実施可能要件，明確性要件について 

 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，単結晶炭化珪素中の炭

素位置と置換した窒素の濃度測定について，当業者がその実施をすることができる

程度に明確かつ十分に記載されたものであって，実施可能要件（特許法３６条４項

１号）を満たしている。 

 また，当業者であれば，二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）によって測定した窒
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素の濃度が，単結晶炭化珪素中の炭素位置と置換した窒素の濃度を意味することを

容易に理解できるから，本件発明において，「炭素原子位置」に窒素を所定範囲量

導入することの意義も明確であり，特許請求の範囲（請求項１）の記載は，明確性

要件（特許法３６条６項２号）を満たしている。 

 なお，仮に，無効理由１がサポート要件違反を主張するものであったとしても，

本件発明は，前記イによれば，発明の詳細な説明に記載したものであるから，特許

請求の範囲（請求項１）の記載は，サポート要件（特許法３６条６項１号）を満た

している。 

 エ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，４Ｈ型単結晶炭化珪素の炭素原子位置に導入された窒素を直接測定

する方法はなく，本件明細書の【００２２】に記載された測定方法（ＳＩＭＳ，Ｃ

－Ｖ法，ホール測定）によって，４Ｈ型単結晶炭化珪素の炭素原子位置に導入され

た窒素量を測定又は確認することはできない旨主張する。 

 しかし，現実には種結晶上に成長する単結晶が完全な単結晶であるわけではなく

（弁論の全趣旨），上記技術常識についても，一切の例外なく全ての窒素が炭素原

子位置と置換することを意味するものではないこと，したがって，炭素原子位置と

置換しない窒素原子の存在が許容されることは，当業者であれば当然に理解するこ

とであるから，「炭素原子位置に窒素を…導入する」という特許請求の範囲の記載

が，実質的に全ての窒素を炭素原子位置に導入することを意味することは，当業者

にとって明らかであるといえる。 

 そして，二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）によって，単結晶炭化珪素中の全窒

素導入量を測定することができるところ，導入された窒素のうちには，クラック等

の結晶欠陥や格子間，あるいは，珪素原子位置に導入されるものがあるとしても，

その量はごくわずかな量にすぎないものと考えられるから，二次イオン質量分析法

（ＳＩＭＳ）によって単結晶炭化珪素中の全窒素導入量を測定することで，単結晶

炭化珪素中の炭素原子位置と置換した窒素の濃度が，本件発明の規定する「５×１
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０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下」の範囲のものであるかを測定することが

できるということができる。 

 なお，本件明細書の【００２２】には，ホール測定や容量－電圧特性等の電気測

定により窒素原子が全て炭素原子位置に導入されていることを確認できることにつ

いての記載もあるが，実際にかかる測定方法により窒素原子が全て炭素原子位置に

導入されていることを確認することができるか否かにかかわらず，技術常識を踏ま

えれば，二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）によって測定した値をもって，炭素原

子位置と置換した窒素濃度とすることができるから，ホール測定や容量－電圧特性

等の電気測定についての上記記載は，前記ウの結論を左右しない。 

 オ 小括 

 以上によれば，無効理由１は理由がない。 

 (2) 無効理由２（「窒素を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下導入」

に係る実施可能要件，サポート要件違反及び明確性要件違反）について 

 ア 本件明細書の記載 

 前記１(1)のとおり，本件明細書には，実施例として，本件発明の実施に用いられ

る製造装置例について，【図１】とともに，装置の構成について具体的な記載がさ

れており（【００１７】），次いで，この装置を用いた単結晶炭化珪素の製造手順

について，具体的な条件を示しつつ記載がされており（【００１９】～【００２１】），

さらに，形成後の単結晶炭化珪素の測定手法及び評価についても記載されている

（【００２２】）。 

 そして，本件明細書には，本件発明が，種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型

のレーリー法において（【０００４】，【０００６】），窒素が単結晶炭化珪素中

で炭素原子位置を置換するという性質（【０００４】，【００１３】）を利用して，

炭素原子位置に窒素を導入することにより，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的に

増加させるという手法を採用することで，「成長温度等の成長条件を大きく変化さ

せることなく，良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長を可能とする」ものであること
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（【００１２】）が記載されている。さらに，その作用機序についても，「炭素原

子位置に導入された５×１０１８ｃｍ－３以上の不純物は，結晶中の炭素／珪素元素比

を実効的に約０．０１％増加させ，４Ｈ型の結晶核発生を促進する。また，炭素原

子位置に入る不純物としては，窒素が最も望ましい。これは，窒素が元素周期律表

上で炭素の隣に位置し，炭素原子位置に導入された際に，炭素原子と最も類似した

化学的特性を示すためである。」（【００１３】）と記載されているから，この記

載に接した当業者であれば，本件発明の実施例として，４Ｈ型単結晶炭化珪素の成

長が確認された窒素濃度が「８×１０１８ｃｍ－３」であったことしか記載されていな

いとしても（【００２２】），５×１０１８ｃｍ－３以上の窒素を炭素位置に導入すれ

ば，種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー法において，良質の４Ｈ型

単結晶炭化珪素を再現性よく成長できることを理解することができる。 

 また，本件明細書には，「不純物の導入方法としては，（１）不純物あるいは不

純物元素を含有する化合物をガスとして導入する方法（本実施例に相当），（２）

不純物粉末を炭化珪素粉末と混合したものを原料として用いる方法，（３）事前に

炭化珪素粉末と不純物の混合物を高温で熱処理したものを原料として用いる方法，

あるいは（４）不純物をドープした炭化珪素粉末を原料とする方法が考えられる。」

（【００２１】）として，不純物導入方法の選択肢が具体的に記載されている。加

えて，実施例について，雰囲気ガスとしてＡｒガスに窒素ガスを７％含んだ混合ガ

スを流入させることで，８×１０１８ｃｍ－３の窒素濃度を実現できることが記載され

ているから（【００２０】，【００２２】），当業者であれば，混合ガスにおける

窒素ガスの割合を７％よりも下げることによって，炭素原子位置に導入する窒素濃

度を８×１０１８ｃｍ－３から５×１０１８ｃｍ－３にできることを容易に理解できる。

さらに，「炭素原子位置に不純物を５×１０１８ｃｍ－３以上，より好ましくは５×１

０１９ｃｍ－３以上導入する必要がある。」（【００１２】）との記載に照らせば，当

該記載は，炭素原子位置に，不純物である窒素を５×１０１９ｃｍ－３導入できること

を前提にしたものということができ，さらに，この５×１０１９ｃｍ－３という窒素濃
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度は，より好ましい窒素濃度の下限値として記載されたものであって，上限値につ

いては，「導入する不純物の濃度の上限は６×１０２０ｃｍ－３である。」（【００１

２】）と別途記載されていることからすれば，当業者であれば，５×１０１９ｃｍ－３

という窒素濃度が，本件明細書に開示された成長方法で達成可能な濃度であること

を理解するものといえる。 

 イ 実施可能要件，サポート要件，明確性要件について 

 以上によれば，当業者であれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づい

て，本件発明を実施することができるといえる。したがって，本件明細書の発明の

詳細な説明の記載は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ

十分に記載されたものであり，実施可能要件（特許法３６条４項１号）を満たして

いる。 

 また，本件発明は，発明の詳細な説明に記載したものであるから，特許請求の範

囲（請求項１）の記載は，サポート要件（特許法３６条６項１号）を満たしている。 

 さらに，本件発明は明確であるから，特許請求の範囲（請求項１）の記載は，明

確性要件（特許法３６条６項２号）を満たしている。 

 ウ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，本件発明は，電気的特性を変化させる目的で行われてきた窒素導入

という従来技術とどのように相違するのか明らかではなく，また，本件発明が規定

する窒素濃度を採用することによって，４Ｈ型単結晶炭化珪素を製造する際の再現

性が高まることを，本件明細書に記載された一実施例のみから伺い知ることはでき

ない旨主張する。 

 しかし，前記１(2)のとおり，本件明細書の記載から，本件発明が，単結晶炭化珪

素中の炭素／珪素元素比を増すと，結晶は４Ｈ多形をとることが知られており，４

Ｈ型単結晶炭化珪素を得るには，この結晶中炭素／珪素元素比を増加させればよい

ことになるが，昇華再結晶法で良質な結晶が成長する温度領域において，この比を

再現性良く制御することは極めて困難であることから（【００１１】），炭素原子
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位置に窒素を導入することにより，この炭素／珪素元素比を実効的に変化させ，成

長温度等の成長条件を大きく変化させることなく，結晶多形（ポリタイプ）を４Ｈ

型に制御して，良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素の成長を可能とするものであり（【０

０１２】），窒素は元素周期律表上で炭素の隣に位置し，炭素原子位置に導入され

た際に，炭素原子位置と最も類似した化学的特性を示すため，炭素原子位置に導入

された窒素は，結晶中の炭素／珪素元素比を実効的に増加させ，４Ｈ型の結晶核発

生を促進するものであること（【００１３】）を理解することができる。したがっ

て，本件明細書には，本件発明における窒素導入が，結晶多形（ポリタイプ）を４

Ｈ型に制御することを目的として，単結晶炭化珪素中の炭素／珪素元素比を増加さ

せるために，炭素原子位置において炭素と窒素を置換するものであることが記載さ

れているといえ，これが，従来技術である電気的特性（伝導型，抵抗率）を変化さ

せる目的で行われていた単結晶炭化珪素への不純物の導入とは，目的及び効果にお

いて異なるものであること（【００１５】）が示されているといえる。 

 また， 本件明細書には，一実施例の記載しかなく，この実施例において，４Ｈ型

単結晶炭化珪素の成長が確認された窒素濃度が「８×１０１８ｃｍ－３」であったこと

しか記載されていないとしても，本件明細書の記載から，５×１０１８ｃｍ－３以上の

窒素を炭素位置に導入すれば，種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー

法において，良質の４Ｈ型単結晶炭化珪素を再現性よく成長できることを理解する

ことができ，さらに，５×１０１９ｃｍ－３という窒素濃度が，本件明細書に開示され

た成長方法で達成可能な濃度であることを理解するものといえることは，前記アの

とおりである。 

 エ 小括 

 以上によれば，無効理由２は理由がない。 

 (3) 無効理由３（「種結晶」に係る実施可能要件，サポート要件及び明確性要件

違反）について 

 ア 「種結晶」について 
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 本件発明の「種結晶」（構成要件Ａ）は，前記２(1)アのとおり，６Ｈ型単結晶炭

化珪素のＣ面及び４Ｈ型単結晶炭化珪素のＣ面を意味するものと解されるところ，

このことは，当業者であれば，本件明細書の記載及び技術常識から，容易に理解す

ることができるというべきである。 

 イ 実施可能要件，サポート要件，明確性要件について 

 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者がその実施をす

ることができる程度に明確かつ十分に記載したものであり，実施可能要件（特許法

３６条４項１号）を満たしている。 

 また，本件発明は，発明の詳細な説明に記載したものであるから，特許請求の範

囲（請求項１）の記載は，サポート要件（特許法３６条６項１号）を満たしている。 

 さらに，本件発明は明確であるから，特許請求の範囲（請求項１）の記載は，明

確性要件（特許法３６条６項２号）を満たしている。 

 ウ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，本件発明における「種結晶」について，その技術的意義が一義的に

明確に理解することができないとか，一見して誤記であることが明細書の発明の詳

細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情は認められないから，技

術常識に基づいて，本件発明が規定する「種結晶」を限定解釈することは，最高裁

判決（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁）から許

されない旨主張する。 

 しかし，前記２(1)アと同様に，特許請求の範囲（請求項１）の「種結晶を用いた

昇華再結晶法により」との記載からは，構成要件Ａの「種結晶」が，昇華再結晶法

により４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットを成長させるのに用いられるものであるこ

とが理解できるものの，「種結晶」として用いられる結晶について具体的な記載は

ないから，本件発明の「種結晶」の意義が一義的に明らかであるとはいえず，上記

最高裁判決にいう特段の事情がある。したがって，本件発明における「種結晶」の

意義を，前記のとおり，本件明細書の記載及び技術常識を参酌して解釈することは
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許されるというべきである。 

 エ 以上によれば，無効理由３は理由がない。 

 (4) 無効理由４（引用例１に基づく新規性欠如）について 

 ア 引用例１は，平成７年９月１８日から同月２１日に京都で開催された学会（シ

リコンカーバイドアンドリレイテッドマテリアルズ１９９５（ＩＣＳＣＲＭ－９

５））の講演内容を収録した論文集（平成８年２月刊行）に収録された論文（「Ｓ

ｉＣ結晶成長における最近の進展」Ｖ Ｆ Ｔｓｖｅｔｋｏｖ，Ｓ Ｔ Ａｌｌｅ

ｎ，Ｈ Ｓ Ｋｏｎｇ及びＣ Ｈ Ｃａｒｔｅｒ，ＪＲ）であり，同論文中には，

「図４：６Ｈおよび４Ｈ－ＳｉＣ結晶の抵抗と窒素ドーピング濃度」（２２頁）が

含まれる（乙２１，弁論の全趣旨）。 

 イ 引用例１は，上記のとおり，学会（ＩＣＳＣＲＭ－９５）の講演内容を収録

した論文集に収録されているが，学会における講演をそのままに記録したものでは

ないから，引用例１の存在のみから，学会における講演時に，引用例１の内容がそ

のままに参加者に対して提示されたものと認めることはできない。 

 被控訴人は，引用例１の内容が公然知られた発明であることを証する証拠として，

同学会に招待講演者として参加したというＳｔｅｐｈａｎ Ｍｕｌｌｅｒ，Ｍｉｄ

ｌａｎｄ博士作成の陳述書（乙２９）を挙げる。同陳述書には，同博士が，上記学

会に参加し，クリー社のＶ．Ｆ．Ｔｓｖｅｔｋｏｖ博士のプレゼンテーションを聞

いたこと，同博士のプレゼンテーションでは，窒素濃度と抵抗の間の関係を示す引

用例１の図４をスライドで示し，この欠陥の減少が，低抵抗であることが求められ

る４Ｈ型単結晶炭化珪素の主な適用分野である縦型のパワーデバイスにとって，ど

のように特に重要であるかについて話がされたことが記載されている。しかし，同

学会における講演時に参加者に配布された資料である甲２４（テクニカルダイジェ

スト）には，引用例１の図４及びこれに関連する内容は含まれていないことに加え，

学会では論文のコピーは参加者に配布されないというのであるから（乙２９），学

会においてスライドで提示されたという図表と引用例１の図４とが同一であるとす
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る上記陳述内容は，結局は，陳述書作成者の記憶のみに頼ったものである。しかる

に，陳述書（乙２９）は，講演時から約１７年後の平成２４年８月２７日になって

作成されたものであるから，作成者の鮮明かつ明確な記憶によるものであるか疑わ

しいといわざるを得ず，上記陳述部分を容易に信用することはできない。また，上

記陳述書の作成者は，被控訴人製品を製造するダウコーニング社の科学技術部門で

働いている人物であって，被控訴人と利害関係のない第三者というわけではないか

ら，かかる観点からも，上記陳述部分をそのままに信用することはできない。 

 そして，他に，学会における講演時に引用例１の内容（具体的には図４）が参加

者に対して提示されたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 

 ウ また，引用例１の原稿が，本件特許の出願日前に学会の査読者に対して提出

され，同査読者に閲読されたとの事実があったとしても，かかる事実をもって，引

用例１の内容が，公然，すなわち不特定又は多数の者に知られた発明に該当すると

認めることはできない。 

 エ 小括 

 以上によれば，本件発明は，引用例１に基づき，本件特許の出願前に日本国内又

は外国において，公然知られた発明であるということはできない。 

 したがって，無効理由４は理由がない。 

 (5) 無効理由５（引用例２に基づく新規性欠如）について 

 ア 引用例２（「ＳＩＣ ＳＴＡＴＩＣ ＩＮＤＵＣＴＩＯＮ ＴＲＡＮＳＩＳ

ＴＯＲＳ」報告日平成７年１月２５日。乙３８）は，海軍研究事務所のために行わ

れた標記プログラムに関する最終レポートであるところ，米国国防技術情報センタ

ー（Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｅ

ｒ：ＤＴＩＣ）が平成７年１０月１７日に受領したものと認められる（乙４０の２）。 

 イ 被控訴人は，その約１ヶ月後である平成７年１１月１７日頃に引用例２が公

衆に交付される態勢が整ったとして，特許法２９条１項３号の適用を主張する。そ

して，被控訴人代理人がＤＴＩＣ担当者に問い合わせた電子メール（乙４０の１～
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３）によれば，①引用例２は，平成７年１１月９日にＤＴＩＣの電子文書管理シス

テムに格納され，また，受領から約３０日以内に，ＤＴＩＣ技術レポート集の一部

となるようＤＴＩＣ目録に載せられ，索引が付されたとされ，②ＤＴＩＣの登録ユ

ーザである国防省及び連邦職員，並びにその契約者（一般市民は含まれない）は，

当時，引用例２にアクセスし，注文することができたとされ，③一般市民による購

入のために，引用例２は，選択日スタンプ（平成７年１０月１７日付の「ＤＴＩＣ 

Ｓｅｌｅｃｔｅｄ」と表記されたスタンプ）から約１ヶ月でＤＴＩＣから米国商務

省科学技術情報サービス（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍ

ａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ：ＮＴＩＳ）に送付され，そのコレクションに追加さ

れてから約３０日プラスＮＴＩＳの処理時間を経て，一般市民がこれを利用可能に

なったとされている。 

 ウ 特許法２９条１項３号に該当するというためには，刊行物が不特定又は多数

の者において閲覧可能な状態になることを要すると解される。 

 しかし，前記イのとおり，ＤＴＩＣが引用例２を受領し，その電子文書管理シス

テムに格納し，ＤＴＩＣ目録に載せて索引を付した段階では，引用例２にアクセス

をすることができた者は，「ＤＴＩＣの登録ユーザである国防省及び連邦職員，並

びにその契約者（一般市民は含まれない）」に限られていたというのであるから，

引用例２が，上記当時，不特定又は多数の者において閲覧可能な状態であったとの

事実を認めるに足りない。  

 かえって，甲４３の１及び２によれば，ＤＴＩＣは公衆に対して文献を頒布して

おらず，公衆への文献の頒布はＮＴＩＳが行っており，引用例２については，ＮＴ

ＩＳを通じて公衆への頒布が可能となったのは，本件特許の出願日の後である平成

８年３月１５日であることが認められる。このように，引用例２が不特定又は多数

の者において閲覧可能な状態となったのは，平成８年３月１５日以降のことである

と認められるから，引用例２は，本件特許の出願前に日本国内又は外国において，

頒布された刊行物であるということはできない。 
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 エ 被控訴人の主張について 

 (ア) 被控訴人は，登録という手続を経ることによって，ユーザは，引用例２等

のＤＴＩＣが所有する資料の開示を受けることができるのであるから，登録手続が

必要であることを理由として，「頒布された刊行物」（特許法２９条１項３号）該

当性が否定されることはない旨主張する。 

 しかし，引用例２にアクセス可能な者は，「ＤＴＩＣの登録ユーザである国防省

及び連邦職員，並びにその契約者（一般市民は含まれない）」に限られていたとさ

れているところ（乙４０の２），本件において，このＤＴＩＣの登録が不特定又は

多数の者において可能であることを認めるに足りる証拠はないから，乙４０の２を

もって，引用例２が，上記当時，不特定又は多数の者において閲覧可能な状態であっ

たとの事実を認めるに足りないといわざるを得ない。 

 (イ) 被控訴人は，引用例２は，平成７年１１月１７日頃に，ＤＴＩＣからＮＴ

ＩＳに対して，守秘義務を課すことなく交付されているから（乙４０の２），この

交付の時点において，引用例２の記載内容が公知となった旨主張する。 

 しかし，特許法２９条１項３号に該当するというためには，刊行物が不特定又は

多数の者において閲覧可能な状態になることを要すると解されるところ，上記時点

において引用例２が，ＮＴＩＳにおいて，不特定又は多数の者に閲覧可能な状態に

置かれたと認めるに足りる証拠はない。 

 したがって，単に，ＤＴＩＣからＮＴＩＳに対して引用例２が交付された時点で

引用例２が特許法２９条１項３号の頒布された刊行物に該当するということはでき

ない。 

 オ 小括 

 以上によれば，本件発明は，引用例２に基づき，本件特許の出願前に日本国内又

は外国において，頒布された刊行物に記載された発明であるということはできない。 

 したがって，無効理由５は理由がない。 

 (6) 無効理由６（引用例３に基づく進歩性欠如）について 
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 ア 引用例３に記載された発明 

 (ア) 引用例３（「炭化珪素基板とパワーデバイス」発表日平成６年９月，頒布

日平成７年１月。乙１４）には，以下の記載がある。 

 ２．ＳｉＣ基板 

 比較的大きく，高品質の炭化珪素（ＳｉＣ）のデバイス開発用のウエハの有用性

は，電子工学及び光電子工学への応用のための本物質に対する最近の関心の高まり

における主な要因である。クリー研究所において単結晶ＳｉＣブール（ｂｏｕｌｅ

ｓ）を製造するための方法である改良された種付き昇華法は，［６］の他の部分で

詳細が記載されている。（３７８頁１行～６行） 

 ドナー濃度（Ｎｄ）が１×１０２０ｃｍ－３まで高く抵抗値が０．００２８Ω-ｃｍ

まで低い高濃度窒素ドープの４Ｈ－ＳｉＣを製造した。（３７８頁１８行～２０行） 

 (イ) 上記記載から，引用例３には以下の発明（以下「引用発明３」という。）

が記載されているものと認められる。 

 改良された種付き昇華法によって，ドナー濃度（Ｎｄ）が１×１０２０ｃｍ－３まで

高く抵抗値が０．００２８Ω-ｃｍまで低い高濃度窒素ドープの４Ｈ－ＳｉＣである

単結晶ＳｉＣブールを製造する方法。 

 イ 本件発明と引用発明３との一致点及び相違点 

 (ア) 対比 

 本件発明と引用発明３とを対比すると，引用発明３の「改良された種付き昇華法」

は，本件発明の「種結晶を用いた昇華再結晶法」に相当する。 

 また，甲４０の３（「マグローヒル科学技術用語大辞典第２版」日刊工業新聞社

昭和６０年３月発行）によれば，「ｂｏｕｌｅ」は，「【結晶】特別に設計された

炉の中で，小さな種結晶を回転しながら，溶融物質からゆっくり引き上げて得られ

る，単結晶性の原子的構造をもつ，たとえばシリコンのような，純粋の結晶」とさ

れており，これが，ウエハに加工される前の塊状の単結晶であるインゴットを意味

することは，当業者にとって明らかであるから，引用発明３の「単結晶ＳｉＣブー
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ル」は，本件発明の「単結晶炭化珪素インゴット」に相当する。 

 さらに，前記２(3)アのとおり，本件特許の出願日当時，単結晶炭化珪素に導入さ

れた窒素が炭素原子位置と置換することは，当業者の技術常識であったものと認め

られるから，引用発明３の「窒素ドープの４Ｈ－ＳｉＣである単結晶ＳｉＣブール

を製造する方法」は，本件発明の「炭素原子位置に窒素を」「導入することを特徴

とする４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法」に相当する。 

 (イ) 一致点 

 種結晶を用いた昇華再結晶法により単結晶炭化珪素を成長させる際に，炭素原子

位置に窒素を導入することを特徴とする４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方

法。 

 (ウ) 相違点 

 窒素の導入量に関し，本件発明では，５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３

以下であるのに対し，引用発明３では，１×１０２０ｃｍ－３である点。 

 なお，引用発明３の窒素濃度は，訳文によれば「１×１０２０ｃｍ－３まで高く」と

されているが，これは原文の「４Ｈ－ＳｉＣ ｗａｆｅｒｓ ａｓ ｈｉｇｈ ａ

ｓ Ｎｄ＝１×１０２０ｃｍ－３」を訳したものであり，原文の記載を参照すれば，窒

素濃度として１×１０２０ｃｍ－３未満のものを含まないことは明らかであるから，相

違点を「引用発明３では，１×１０２０ｃｍ－３である点」と認定した。 

 ウ 相違点について 

 (ア) 引用発明３で製造された窒素濃度が１×１０２０ｃｍ－３で，抵抗値が０．０

０２８Ω-ｃｍの４Ｈ型単結晶炭化珪素のインゴット（「ｂｏｕｌｅ」）は，ウエハ

に加工した後，表題にあるように，パワーデバイス用の炭化珪素基板として用いる

ことが意図されたものである。パワーデバイスと呼ばれる半導体素子は，大電流を

流す必要から，基板の垂直方向に電流が流れる構造（縦型構造）が採用されること

は，当業者にとって，技術的に明らかなことである。 

 なお，引用例３には，具体的なパワーデバイスの素子構造として，図４及び図６
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が例示されており，いずれの素子構造においても，基板の垂直方向に電流が流れる

ことは，当業者にとって，技術的に明らかなことである。 

 (イ) このような素子構造においては，できる限り基板の抵抗値が低いことが無

駄な電力消費を抑える点で望ましいことは明らかであって，当業者であれば，基板

の抵抗値を低くするためには，電流の担い手（キャリア）である電子を供出する窒

素の濃度をできる限り高くすることを志向する。 

 (ウ) そうすると，引用発明３では，パワーデバイス用の基板として用いること

が想定されている４Ｈ型単結晶炭化珪素について，窒素濃度が１×１０２０ｃｍ－３で，

抵抗値が０．００２８Ω-ｃｍであるものが製造できたのであるから，特段の事情が

ない限り，敢えて窒素濃度を下げて抵抗値の大きな４Ｈ型単結晶炭化珪素を製造す

る動機付けはないというべきである。 

 (エ) 以上によれば，引用発明３において，窒素の導入量を１×１０２０ｃｍ－３か

ら，これより低い５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下とすることに動機

付けがあるとは認められず，本件発明は，引用発明３に基づいて当業者が容易に発

明をすることができたものということはできない。 

 エ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，①引用例３では，「１×１０２０ｃｍ－３」という窒素濃度を，「高濃

度」（「ｈｅａｖｉｌｙ」）と評しているとおり，引用例３には，より低い濃度の

窒素がドープされた４Ｈ型単結晶炭化珪素も適宜に製造可能であることが開示され

ていること，②引用例４は，窒素濃度を１×１０１８ｃｍ－３（本件発明が規定する窒

素濃度より低濃度）としても，４Ｈ型単結晶炭化珪素（インゴット）が得られるこ

とを開示していること，③少なくとも，引用例２及び引用例１から，本件特許の出

願当時，当業者（研究者ら）が，本件発明が規定する窒素濃度範囲にある４Ｈ型単

結晶炭化珪素（インゴット）を現実に作成していたことは，客観的な事実であるこ

と，④甲４１の３には，４Ｈ型単結晶炭化珪素の産業上の利用に際して，０．０１

Ω-ｃｍ以下（窒素濃度として約２．１×１０１９ｃｍ－３以上）が望まれていること
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が記載されていることからすれば，相違点に係る構成は，当業者が適宜なし得る設

計事項にすぎない旨主張する。 

 しかし，引用例３には，「ドナー濃度（Ｎｄ）が１×１０２０ｃｍ－３まで高く抵抗

値が０．００２８Ω-ｃｍまで低い高濃度窒素ドープの４Ｈ－ＳｉＣを製造した。」

と記載されているにすぎず，「１×１０２０ｃｍ－３」という窒素濃度を「高濃度」（「ｈ

ｅａｖｉｌｙ」）と記載しているからといって，このことから，引用例３において，

これよりも低い窒素濃度の４Ｈ型単結晶炭化珪素の形成が意図されていたことが開

示されているとはいえないし，より低い濃度の窒素がドープされた４Ｈ型単結晶炭

化珪素も適宜に製造可能であることが開示されているということもできない。 

 また，引用例４には，窒素濃度が「１×１０１８ｃｍ－３」である４Ｈ型単結晶炭化

珪素（インゴット）の製造例が記載されている。しかし，パワーデバイス用の炭化

珪素基板として用いることが想定されている引用発明３において，当業者であれば，

窒素濃度をできる限り高くして，その抵抗値をできる限り低くすることを志向する

といえ，引用例４に上記製造例が記載されているというだけでは，引用発明３にお

いて，敢えて窒素濃度を下げて抵抗値の大きな４Ｈ型単結晶炭化珪素を製造する動

機付けがあるということはできない。 

 なお，被控訴人は，引用例２及び引用例１を挙げるが，これらは，前記(4)及び(5)

のとおり，いずれも本件特許の出願日前に公知となったものとは認められず，甲４

１の３（「昇華法によって育成した窒素含有６Ｈ－ＳｉＣ単結晶の評価」豊田中央

研究所Ｒ＆ＤレビューＶｏｌ．３３Ｎｏ．２。平成１０年６月発行）も，本件特許

の出願日前に公知となったものではないから，これらの記載に基づいて，本件発明

の進歩性に係る判断をすることはできない。 

 以上のとおり，被控訴人が挙げる点をもって，相違点に係る構成が当業者におい

て適宜なし得る設計事項にすぎないものと認めることはできない。 

 オ 小括 

 したがって，無効理由６は理由がない。 
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 (7) 無効理由７（引用例４に基づく進歩性欠如）について 

 ア 引用例４に記載された発明 

 (ア) 引用例４（特開平６－３１６４９９号公報。甲４０の５）には，以下の記

載がある。 

 ａ 産業上の利用分野 

 【０００１】本発明は昇華再結晶法を用いた六方晶の炭化珪素単結晶を成長させ

る方法に関する。 

 ｂ 従来の技術 

 【０００２】炭化珪素（ＳｉＣ）は広い禁制帯幅（２．２～３．３ｅＶ）を有す

る半導体材料である。また，炭化珪素は熱的，化学的，及び機械的に極めて安定で

あり，放射線損傷にも強いという優れた特徴をもっている。他方，珪素のような従

来の半導体材料を用いた素子は，特に高温，高出力駆動，放射線照射などの苛酷な

条件下では使用が困難である。したがって，炭化珪素を用いた半導体素子は，この

ような苛酷な条件下でも使用し得る半導体素子として広範な分野での応用が期待さ

れている。 

 【０００３】しかしながら大面積を有する高品質の炭化珪素単結晶を，工業的規

模で安定に供給し得る結晶成長技術は，いまだ確立されていない。それゆえ，炭化

珪素は，上述のような多くの利点及び可能性を有する半導体材料であるにもかかわ

らず，その実用化が阻まれている。 

 【０００４】従来，研究室程度の規模では，例えば炭化珪素粉末を用いる昇華再

結晶法（レーリー法）で炭化珪素単結晶を成長させ，半導体素子の作製可能なサイ

ズの炭化珪素単結晶を得ていた。しかしながら，この方法では，得られた単結晶の

面積が小さく，その寸法及び形状を高精度に制御することが困難である。また，炭

化珪素が有する結晶多形及び不純物キャリヤ濃度の制御も容易でない。 

 【０００６】これらの問題点を隗血（判決注：「解決」の誤記）するために，炭

化珪素粉末と種結晶を用いて昇華再結晶法を行う改良型レーリー法が提案されてい
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る（Ｙｕ．Ｍ．Ｔａｉｒｏｖ．ａｎｄＶ．Ｆ．Ｔｓｖｅｒｋｏｖ．Ｊ．Ｃｒｙｓｔ

ａｌ Ｇｒｏｗｔｈ，５２（１９８１），ｐｐ．１４６－１５０）。この方法を用い

れば，結晶多形及び形状を制御しながら，炭化珪素単結晶を成長させることができ

る。 

 ｃ 発明が解決しようとする課題 

 【０００７】ところで，従来の改良型レーリー法に用いる炭化珪素粉末としては，

研磨材用としてアチェソン法により製造された粉末を用いているが，アチェソン法

により製造された粉末はアルミニウム，チタン，バナジウム等の多くの不純物を含

んでいる。また，アチェソン法により製造された炭化珪素は不定型，大型であり，

原料としての使用には粉砕する必要があり，炭化珪素は硬度が大きいため粉砕治具

からの不純物混入も問題になる。 

 【０００８】本発明は上記従来の問題点を解決するものであり，その目的とする

ところは，良質の炭化珪素単結晶を，再現性よく製造し得る炭化珪素単結晶の製造

方法を提供することにある。 

 ｄ 作用 

 【００１２】本発明によれば，高純度の原料が入手可能な珪素と炭素を出発原料

とし，珪素と炭素を反応させて炭化珪素を形成し，該炭化珪素を昇華し種結晶上に

炭化珪素を成長させることにより，不純物に起因する欠陥を防止し，結晶性に優れ

た良質の炭化珪素単結晶を再現性良く成長できる。 

 ｅ 実施例 

 【００１３】以下，本発明の炭化珪素単結晶の製造方法について実施例に基づき

詳細に説明する。 

 【００１４】図１（ａ）は，本発明の実施例に係る炭化珪素単結晶の製造装置の

断面構造を示す図であり，本装置により種結晶を用いた改良型レーリー法により炭

化珪素単結晶を成長させることができる。 

 【００１５】図１（ｂ）は，本発明の実施例に係る炭化珪素単結晶の製造開始時
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の坩堝の断面構造を示す図であり，図１（ｃ）は，他の実施例に係る炭化珪素の製

造開始時の坩堝の断面構造を示す図である。ここで，１は炭化珪素単結晶基板，２

は珪素と炭素が反応して形成された炭化珪素，２ａは珪素，２ｂは炭素粉末，２ｃ

は炭素ブロック，３は黒鉛製坩堝，４は黒鉛製坩堝蓋，５は二重石英管，６は黒鉛

製の支持棒，７は黒鉛製フェールト，８はワークコイル，９と１１は枝管，１０と

１２はステンレス製チャンバー，１３は真空ポンプを示している。 

 【００２４】次に，図１（ａ）及び図１（ｃ）に基づき，第２の実施例について

説明する。まず，原料となる高純度の珪素２ａと黒鉛ブロック２ｃを充填した。珪

素２ａとしては，ＪＩＳ粒度が＃３００，黒鉛ブロック２ｃとしてはかさ密度が０．

５の多孔質黒鉛を用いた。これらの原料を充填した黒鉛製坩堝３を，種結晶を取り

付けていない黒鉛製坩堝蓋４で閉じ，黒鉛製の支持棒６により二重石英管５の内部

に設置した。黒鉛製坩堝３の周囲には黒鉛製フェールト７で被覆した。そして，雰

囲気ガスとしてＡｒガスを，ステンレス製チャンバー１０の枝管９から二重石英管

５の内部に流した。Ａｒガスの流量は１ｌ／分に設定した。また，ワークコイル８

に高周波電流を流し炭化珪素粉末（原文ママ）の温度が１８００℃になるように調

節し，３６０分保持した。この処理により珪素と多孔質黒鉛が反応して炭化珪素２

が形成される。その後，種結晶として，成長面方位が（０００１）方向である六方

晶型の４Ｈ型炭化珪素単結晶からなる基板１を用意した。そして，この基板１を黒

鉛製坩堝蓋４の内面に取り付けた。 

 【００２５】次に，原料を充填した黒鉛製坩堝３を，種結晶を取り付けた黒鉛製

坩堝蓋４で閉じ，黒鉛製の支持棒６により二重石英管５の内部に設置した。黒鉛製

坩堝３の周囲には黒鉛製フェールト７で被覆した。そして，雰囲気ガスとしてアル

ゴンガス（Ａｒ），ｎ型不純物添加用の窒素ガス（Ｍ2）（判決注：「Ｎ2」の誤記）

を，ステンレス製チャンバー１０の枝管９から二重石英管５の内部に流した。Ａｒ

ガス，Ｎ2ガス（判決注：「Ｎ2ガス」の誤記）の流量はそれぞれ１ｌ／分，０．８

ｃｃ／分に設定した。また，ワークコイル８に高周波電流を流し基板１の温度が２
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２００℃，炭化珪素２（ｂ）の温度が２３００℃になるように調節した。続いて，

Ａｒガスの流量を調節すると共に，真空ポンプ１３を用いて二重石英管５の内部を

減圧した。この減圧は大気圧から１０Ｔｏｒｒまで６０分間かけて徐々に行い，１

０Ｔｏｒｒの真空度で６時間（判決注：「８時間」の誤記）保持した。この状態で

８時間保持することにより，約８ｍｍの厚さの炭化珪素単結晶が成長した。 

 【００２６】このようにして得られた炭化珪素単結晶をＸ線回折法，ラマン分光

法により分析したところ，成長面方位が（０００１）方向である六方晶型の４Ｈ型

炭化珪素単結晶が成長していることがわかった。成長速度は１．０ｍｍ／時であり，

抵抗率が０．１Ωｃｍであるｎ型炭化珪素単結晶である。透過特性も良好，均質で

欠陥も少なく（１０2ｃｍ-2以下），高品質のｎ型４Ｈ形炭化珪素単結晶である。 

 (イ) 以上の記載によれば，引用例４には以下の発明（以下「引用発明４」とい

う。）が記載されているものと認められる。 

 種結晶を用いた昇華再結晶により，窒素が添加され，抵抗率が０．１Ω-ｃｍの４

Ｈ型炭化珪素単結晶のインゴットを製造する方法。 

 イ 本件発明と引用発明４との一致点及び相違点 

 (ア) 対比 

 前記２(3)アのとおり，本件特許の出願日当時，単結晶炭化珪素に導入された窒素

が炭素原子位置と置換することは，当業者の技術常識であったものと認められるか

ら，引用発明４において添加された窒素も炭素原子位置に導入されたものであると

認められる。 

 (イ) 一致点 

 種結晶を用いた昇華再結晶法により単結晶炭化珪素を成長させる際に，炭素原子

位置に窒素を導入することを特徴とする４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットの製造方

法。 

 (ウ) 相違点 

 本件発明では，５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下の窒素を導入して
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いるのに対し，引用発明４では，窒素導入後の抵抗率が０．１Ω-ｃｍである点。 

 ウ 相違点について 

 (ア) ４Ｈ型単結晶炭化珪素における窒素ドープ量と抵抗率との関係については，

甲６の表１，甲７の図６（引用例１の図４と同一）に記載されており，これをまと

めたグラフである甲４１の１（６頁）によれば，抵抗率０．１Ω-ｃｍに対応する窒

素ドープ量は，横軸の１０１８（ｃｍ－３）よりも小さな値，すなわち，１×１０１８

ｃｍ－３未満になっていることが見て取れる。 

 (イ) そうすると，上記相違点は，「本件発明では，５×１０１８ｃｍ－３以上５×

１０１９ｃｍ－３以下の窒素を導入しているのに対し，引用発明４では，１×１０１８

ｃｍ－３未満の窒素を導入している点。」と読み替えることができる。 

 (ウ) 引用例４は，第１の実施例においては，不純物のドープを行うことなく，

６Ｈ型単結晶炭化珪素を形成しているのに対して，第２の実施例においては，ｎ型

不純物となる窒素を添加して４Ｈ型単結晶炭化珪素を形成している。これは，４Ｈ

型単結晶炭化珪素の製造に際しては，不純物である窒素を添加することで低抵抗の

単結晶炭化珪素とすることを意図しているものと認められる。なお，このことは，

引用例３で形成された４Ｈ型単結晶炭化珪素が，基板の垂直方向に電流が流れる素

子構造のパワーデバイスを形成する際の基板材料として用いることが意図されてい

たこととも符合する。 

 (エ) そうすると，引用例４においても，４Ｈ型単結晶炭化珪素の製造に際して

は，可能な限り低抵抗の単結晶炭化珪素が得られるように，不純物である窒素の添

加が試みられたものと認められ，その結果として，第２の実施例に記載された抵抗

率が０．１Ω-ｃｍ，窒素導入量に換算すると１×１０１８ｃｍ－３未満の単結晶炭化

珪素が得られたことからして，この窒素導入量は，かかる試みの中で得られた上限

値であったものと認められる。 

 また，引用例４には，第２の実施例と同様にして，より抵抗率が低い，すなわち，

窒素導入量が１×１０１８ｃｍ－３を超える４Ｈ型単結晶炭化珪素が製造できること
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の蓋然性を裏付ける何らの記載もなく，第２の実施例において，窒素ガスの導入量

を増やすことによって，５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下の窒素を実

際に導入することができるのかについても，実験による裏付けを伴わない限り明ら

かであるとはいえない。 

 (オ) さらに，当業者が，窒素濃度が１×１０２０ｃｍ－３で，抵抗値が０．００２

８Ω-ｃｍの４Ｈ型単結晶炭化珪素が形成できたことが記載された引用例３に接し

たとしても，引用例３には，具体的な成長条件等は何ら開示されていないから，直

ちに，引用発明４における窒素導入量を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３

以下にすることが可能になるとはいえない。 

 (カ) 以上によれば，引用発明４において，窒素の導入量を５×１０１８ｃｍ－３以

上５×１０１９ｃｍ－３以下とすることは，当業者が容易に想到し得たことであるとは

いえないから，本件発明は，引用発明４に基づいて当業者が容易に発明をすること

ができたものということはできない。 

 エ 被控訴人の主張について 

 被控訴人は，引用例４の記載に接した当業者において，パワーデバイス用に抵抗

率の低い４Ｈ型単結晶炭化珪素を得るために，引用発明４において，窒素濃度を適

宜調整することは当然に行う試みにすぎない旨主張する。 

 しかし，引用例４には，窒素濃度に換算して１×１０１８ｃｍ－３の４Ｈ型単結晶炭

化珪素が製造できたことが記載されているにとどまり，さらに窒素濃度を増やして，

窒素の導入量を５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下としても，同様な単

結晶炭化珪素が形成できることについては，その蓋然性を裏付ける何らの記載もな

い。また，当業者において，窒素濃度が１×１０２０ｃｍ－３で，抵抗値が０．００２

８Ω-ｃｍの４Ｈ型単結晶炭化珪素が形成できたことが記載された引用例３に接し

たとしても，引用例３には，具体的な成長条件等は何ら開示されていないから，か

かる記載を参照しても，引用発明４において，窒素の導入量を５×１０１８ｃｍ－３以

上５×１０１９ｃｍ－３以下とすることに容易に想到し得たとは認められない。 
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  オ 小括 

 したがって，無効理由７は理由がない。 

 (8) 無効理由８（引用例３又は引用例１と引用例５に基づく進歩性欠如）につい

て 

 ア 引用例３と引用例５に基づく進歩性について 

 (ア) 本件発明と引用発明３とは，前記(6)のとおり，「窒素の導入量に関し，本

件発明では，５×１０１８ｃｍ－３以上５×１０１９ｃｍ－３以下であるのに対し，引用

発明３では，１×１０２０ｃｍ－３である点。」で相違する。 

 (イ) 引用例５（乙６）の図７には，３Ｃ，６Ｈ及び４ＨポリタイプのＳｉＣ結

晶収率の成長初期段階における堆積速度依存性が示されており，「成長層への不純

物（Ｎ，Ｓｃ，Ａｌ，ＩＶ ｅｌｅｍｅｎｔｓ Ｇｅ，Ｓｎ，Ｐｂ等）ドーピング

は，図７に示した動的ダイヤグラムの形状を顕著に変化させる」との記載がある（８

８頁左欄１４～１７行）。 

 しかしながら，上記記載は，窒素（Ｎ）を含む不純物のドーピングが単結晶炭化

珪素の結晶多形に影響を及ぼすことを示すのにとどまり，それぞれの不純物のドー

ピングによって，結晶多形がどのように制御できるのかについての具体的な指針を

与えるものではない。 

 (ウ) したがって，上記相違点に係る構成は，引用発明３において，引用例５の

記載内容を勘案しても，当業者が容易に想到し得たものであるとは認められない。 

 以上によれば，本件発明は，引用例３及び引用例５に基づいて，容易に発明をす

ることができたものであるとはいえない。 

 イ 引用例１と引用例５に基づく進歩性について 

 引用例１は，前記(4)のとおり，本件特許出願前に，日本国内又は外国において頒

布された刊行物ではない。 

 したがって，本件発明が引用例１及び引用例５に基づき進歩性を欠如する旨の主

張は理由がない。 
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 ウ 小括 

 したがって，無効理由８は理由がない。 

 (9) 以上のとおり，被控訴人の主張する無効理由１ないし８は，いずれも理由が

ないから，本件発明は，特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえ

ない。 

 ４ 結論 

 以上の次第で，被控訴人方法は本件発明の技術的範囲に属し，本件発明は特許無

効審判により無効にされるべきものであるとはいえないから，被控訴人方法により

製造された４Ｈ型単結晶炭化珪素インゴットからなる被控訴人製品の輸入，販売又

は販売のための展示は，本件特許権を侵害する。よって，控訴人の本訴請求は，理

由があるから，これを認容すべきであり，これと異なる原判決は取り消すこととし，

主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第４部 

 

         裁判長裁判官    髙   部   眞 規 子 

 

 

            裁判官    柵   木   澄   子 

 

 

            裁判官    鈴   木   わ か な 
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（別紙） 

               物 件 目 録 

 

 ダウコーニング社製の下記の製造方法により製造されたパワー半導体向け４Ｈ型

炭化珪素ウエハ（３インチ及び４インチ）並びに同ウエハにエピタキシャル層を設

けたエピタキシャルウエハ（３インチ及び４インチ） 

 

〔製造方法〕 

Ａ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Ｂ ４Ｈ型単結晶炭化珪素を成長させる際に， 

Ｃ 抵抗率が４インチの４Ｈ型単結晶炭化珪素につき０．０１５Ω-ｃｍから０．０

２５Ω-ｃｍ，３インチの４Ｈ型単結晶炭化珪素につき０．０１０Ω-ｃｍから０．

０２８Ω-ｃｍとなるよう，窒素を含む雰囲気ガス中で４Ｈ型単結晶炭化珪素に窒素

を導入する。 

                                以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 


